
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
権
威
主
義
体
制

―
―
ス
ペ
イ
ン
・
フ
ラ
ン
コ
体
制
を
手
が
か
り
に
―
―

野

上

和

裕

は
じ
め
に

フ
ァ
シ
ズ
ム
と
権
威
主
義
体
制

近
年
急
速
に
発
達
し
た
ス
ペ
イ
ン
・
フ
ラ
ン
コ
体
制
研
究
に
お
い
て
、「
フ
ラ
ン
コ
体
制
は
権
威
主
義
体
制
で
は
な
く
フ
ァ
シ
ズ
ム

だ
」
と
す
る
古
く
か
ら
の
主
張
が
改
め
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
筆
者
は
、
そ
も
そ
も
、「
権
威
主
義
体
制
か
フ
ァ
シ
ズ

ム
か
」
と
い
っ
た
二
律
排
反
の
問
題
設
定
を
疑
問
と
し
、
別
稿
で
、
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
（
ス
ペ
イ
ン
・
フ
ァ
シ
ス
ト
）
が
体
制
の
中
で
果
た

し
た
役
割
を
検
討
し
、「
大
衆
動
員
」
の
欠
如
が
権
威
主
義
体
制
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ァ

ラ
ン
ヘ
が
「
大
衆
動
員
」
能
力
を
利
用
し
て
権
威
主
義
体
制
の
中
で
生
存
し
う
る
ニ
ッ
チ
を
獲
得
し
た
と
指
摘
し
た
。
ま
た
、
フ
ラ
ン

コ
体
制
が
「
脱
フ
ァ
シ
ズ
ム
化
」
し
た
と
は
い
え
ず
、
体
制
が
制
度
化
す
る
際
に
内
戦
に
お
け
る
敵
・
味
方
の
対
立
構
造
が
組
み
込
ま

れ
た
と
論
じ
た

（
１
）

。
本
稿
は
、
そ
う
い
っ
た
ア
イ
デ
ィ
ア
を
敷
衍
し
、
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
が
体
制
の
制
度
に
独
特
の
形
で
組
み
込
ま
れ
た
こ
と

を
検
討
す
る
。
ま
ず
、
リ
ン
ス
の
権
威
主
義
体
制
論
の
展
開
を
辿
る
こ
と
に
よ
り
、
権
威
主
義
体
制
の
中
に
お
け
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
位

フ
ァ
シ
ズ
ム
と
権
威
主
義
体
制

（
都
法
五
十
二
―

二
）

一



置
づ
け
を
掘
り
下
げ
よ
う
。
そ
の
上
で
、
ス
ペ
イ
ン
の
研
究
者
が
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
と
い
う
名
称
に
こ
だ
わ
る
理
由
を
踏
ま
え
る
こ
と

で
、
権
威
主
義
体
制
の
分
析
の
焦
点
を
考
察
し
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
論
に
一
定
の
寄
与
を
行
い
た
い
。

第
一
章

リ
ン
ス
の
権
威
主
義
体
制
論

リ
ン
ス
の
権
威
主
義
体
制
論
は
、
民
主
主
義
と
も
全
体
主
義
と
も
異
な
る
独
裁
制
の
存
在
と
そ
の
独
自
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
指
摘
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
二
十
世
紀
の
独
裁
政
の
多
く
は
、
民
主
主
義
と
は
異
な
る
が
一
定
の
政
治
的
多
元
性
を
有
し
、
全
体
主
義
に
特
徴
的

な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
大
衆
動
員
を
欠
き
、
指
導
者
の
行
動
に
一
定
の
合
理
性
と
与
見
可
能
性
が
存
在
す
る
。
単
一
政
党
が
存
在
し
て

も
、
そ
れ
は
全
体
主
義
政
党
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
貫
徹
し
た
大
衆
政
党
で
は
な
い
。
体
制
を
構
成
す
る
勢
力
が
所
有
す
る
メ

デ
ィ
ア
へ
は
一
定
の
自
立
性
が
認
め
ら
れ
、
軍
部
に
対
し
て
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
統
制
が
避
け
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
う
し
た

特
徴
を
持
つ
体
制
が
権
威
主
義
体
制
論
の
対
象
で
あ
る
。

し
か
し
、
権
威
主
義
体
制
論
は
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
含
意
が
嫌
悪
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
権
威
主
義
体
制
と
分

類
さ
れ
た
独
裁
体
制
は
、
全
体
主
義
体
制
の
典
型
例
と
さ
れ
た
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
や
ス
タ
ー
リ
ン
体
制
よ
り
も
「
マ
シ
」
な
体
制
で
あ

る
と
見
な
さ
れ
、
そ
の
上
、
経
済
発
展
に
応
じ
た
社
会
変
動
に
よ
っ
て
、
次
第
に
民
主
主
義
体
制
へ
転
換
す
る
と
期
待
さ
れ
、
そ
の
結

果
独
裁
制
に
対
す
る
援
助
が
言
外
に
正
当
化
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

確
か
に
リ
ン
ス
の
権
威
主
義
体
制
論
に
対
す
る
こ
う
い
っ
た
批
判
に
一
定
の
論
拠
が
あ
る
と
し
て
も
、
漓
リ
ン
ス
の
主
張
が
、
常
に

具
体
的
な
歴
史
事
象
の
分
析
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
作
業
仮
設
の
段
階
に
と
ど
ま
り
、
問
題
関
心
に
応
じ
て
理
論
の
構
成
が
し
ば

し
ば
変
化
し
て
い
る
こ
と
、
滷
権
威
主
義
体
制
の
体
制
派
と
な
っ
た
様
々
な
利
害
や
勢
力
の
構
成
と
主
張
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
価
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値
が
重
視
さ
れ
た
か
、
そ
し
て
民
主
主
義
の
価
値
の
理
論
的
お
よ
び
実
証
的
検
討
が
不
可
欠
な
こ
と
、
澆
政
治
的
含
意
か
ら
距
離
を

と
っ
た
再
定
式
化
が
可
能
で
あ
る
こ
と
、
―
以
上
の
「
柔
か
い
」
理
論
と
し
て
の
特
質
が
踏
ま
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
節

変
遷
す
る
問
題
関
心

ま
ず
、
リ
ン
ス
の
主
張
の
変
遷
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
こ
う

（
２
）

。
リ
ン
ス
が
最
初
に
権
威
主
義
体
制
論
を
提
示
し
た
の
は
、
一
九
六
四

年
の
「
権
威
主
義
体
制
―
ス
ペ
イ
ン
―
」
と
い
う
論
文
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
ま
ず
ス
ペ
イ
ン
の
フ
ラ
ン
コ
体
制
が
、
独
裁

制
と
言
っ
て
も
ナ
チ
ス
体
制
と
異
な
る
こ
と
が
出
発
点
と
し
て
示
さ
れ
、
権
威
主
義
体
制
が
全
体
主
義
と
民
主
主
義
の
中
間
形
態
で
は

な
く
、
独
自
の
性
質
（distinctive

nature

）
が
探
求
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
権
威
主
義
体
制
で
は
フ
ァ
シ
ス

ト
が
一
定
の
役
割
を
果
た
し
、
重
要
な
少
数
派
が
全
体
主
義
体
制
化
に
向
け
て
活
動
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
リ

ン
ス
は
「
定
義
」
と
し
て
限
定
的
多
元
性
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
く
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
、
大
衆
動
員
の
欠
如
、
政
党
や
指
導
者
が
全

体
主
義
と
異
な
る
こ
と
な
ど
の
特
徴
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
完
成
し
た
理
論
で
は
な
く
、
作
業
仮
説
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
リ
ン
ス
は
、
論
文
後
半
の
ス
ペ
イ
ン
の
事
例
分
析
部
分
に
お
い
て
、
閣
僚
の
構
成
の
多
元
性
と
い
っ
た
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の

検
証
だ
け
で
な
く
、
伝
統
的
保
守
層
の
支
配
が
社
会
変
動
に
よ
り
揺
ら
い
だ
際
に
フ
ァ
シ
ス
ト
が
そ
の
補
完
勢
力
と
な
っ
た
と
い
う
発

生
論
や
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
相
互
に
矛
盾
す
る
政
治
勢
力
が
併
存
し
て
い
て
も
そ
の
間
の
整
合
性
を
と
ら
な
い
と
い
う
勢
力
間
の
安
定

メ
カ
ニ
ズ
ム
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
権
威
主
義
体
制
論
は
事
例
研
究
に
よ
り
補
完
さ
れ
る
べ
き
理
論
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
リ
ン
ス
は
、
権
威
主
義
体
制
論
の
理
論
的
考
察
に
手
を
つ
け
ず
、
ス
ペ
イ
ン
や
ブ
ラ
ジ
ル
と
い
っ
た
個
別
の
独

裁
体
制
に
、
そ
の
時
々
の
問
題
関
心
に
基
づ
い
た
分
析
を
加
え
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
も
っ
と
も
、
個
々
の
独
裁
制
の
分
析
に
お
い
て
、

フ
ァ
シ
ズ
ム
と
権
威
主
義
体
制

（
都
法
五
十
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鋭
い
洞
察
が
加
わ
っ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
理
論
的
な
含
意
を
導
き
出
す
こ
と
は
一
定
程
度
可
能
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
に
発
表
さ
れ
た

「
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
か
ら
モ
ビ
ミ
エ
ン
ト
組
織
へ
―
ス
ペ
イ
ン
の
単
一
政
党
と
フ
ラ
ン
コ
体
制
、
一
九
三
六
―
一
九
六
八

（
３
）

―
」
で
は
、
権
威

主
義
体
制
が
全
体
主
義
化
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
そ
も
そ
も
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
が
全
体
主
義
政
党
と
し
て
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
や
組
織
を
有
し
な
い
が
、
フ
ラ
ン
コ
は
、
一
九
五
六
年
二
月
に
古
参
党
員
で
あ
っ
た
ア
レ
ー
セ

（
４
）

を
モ
ビ
ミ
エ
ン
ト
（
国
民
運

動
（
５
）

）
事
務
局
長
大
臣
（
モ
ビ
ミ
エ
ン
ト
の
事
務
局
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
と
と
も
に
閣
僚
と
い
う
二
重
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
）
に
登
用

し
、
モ
ビ
ミ
エ
ン
ト
と
体
制
全
体
の
基
本
制
度
（
組
織
法
）
の
策
定
を
ゆ
だ
ね
た
。
そ
の
際
、
ア
レ
ー
セ
は
、
モ
ビ
ミ
エ
ン
ト
が
体
制

の
中
で
軽
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
批
判
す
る
国
会
報
告
を
行
い
、
モ
ビ
ミ
エ
ン
ト
の
権
限
の
拡
大
を
図
っ
た
。
ア
レ
ー
セ
の
法
案
は
、

モ
ビ
ミ
エ
ン
ト
の
全
国
委
員
会
が
フ
ラ
ン
コ
後
の
後
継
者
選
定
を
掌
握
し
、
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
が
体
制
全
体
を
掌
握
す
る
よ
う
に
図
る
も
の

で
あ
っ
た
。
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
以
外
の
勢
力
が
一
斉
に
反
対
し
、
ア
レ
ー
セ
は
、
翌
年
二
月
の
内
閣
改
造
で
新
設
の
住
宅
大
臣
に
横
滑
り
さ

せ
ら
れ
、
事
実
上
更
迭
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
は
体
制
の
統
合
主
体
か
ら
障
害
物
に
転
落
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
リ

ン
ス
は
、
体
制
が
「
制
度
化institutionaization
」
に
失
敗
し
、「
憲
法
化constitutionalization

」
し
か
達
成
で
き
な
か
っ
た
と
表

現
し
た
。
そ
れ
以
降
進
む
フ
ラ
ン
コ
体
制
の
法
制
度
の
整
備
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
く
も
の
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に

権
威
主
義
体
制
が
全
体
主
義
体
制
に
転
換
し
な
い
こ
と
は
、
一
九
七
三
年
の
「
権
威
主
義
状
況
の
未
来
す
な
わ
ち
権
威
主
義
体
制
の
制

度
化
―
ブ
ラ
ジ
ル

（
６
）

―
」
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
リ
ン
ス
は
、
後
者
の
論
文
に
お
い
て
自
ら
の
権
威
主
義
体
制
論
の
理

論
構
成
が
マ
ル
ク
ス
主
義
政
治
学
の
ボ
ナ
パ
ル
テ
ィ
ズ
ム
論
と
軌
を
一
に
す
る
と
認
め
て
い
る
。

権
威
主
義
体
制
は
、
全
体
主
義
体
制
に
発
展
し
な
い
だ
け
で
な
く
、
民
主
主
義
体
制
へ
の
変
化
も
困
難
で
あ
る
。
こ
う
し
た
含
意
が

読
み
取
れ
る
の
が
一
九
七
二
年
の
「
権
威
主
義
体
制
の
中
お
よ
び
下
の
反
対
派
―
ス
ペ
イ
ン
の
事
例

（
７
）

―
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
リ
ン
ス

は
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
下
の
一
般
市
民
に
は
体
制
に
対
す
る
不
満
が
強
く
、
私
的
な
会
話
で
は
体
制
批
判
や
民
主
化
へ
の
期
待
が
語
ら
れ

四



て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
体
制
の
中
で
も
反
対
派
が
登
場
し
、
一
枚
岩
で
な
い
こ
と
が
露
呈
し
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い

る
。
独
裁
体
制
が
正
統
性
を
失
う
こ
と
と
体
制
内
部
の
亀
裂
が
顕
在
化
す
る
こ
と
は
、
一
般
的
な
民
主
化
論
で
は
民
主
化
の
契
機
と
さ

れ
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
リ
ン
ス
は
、
反
体
制
派
の
断
片
化
や
反
体
制
派
と
体
制
内
の
反
対
派
と
の
連
携
の
欠
如
と
い
っ
た
政
治
的
理

由
に
基
づ
き
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
が
直
ち
に
解
体
す
る
こ
と
も
民
主
化
す
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
と
予
測
し
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
大
胆

な
予
測
は
、
論
文
発
表
の
二
年
後
に
フ
ラ
ン
コ
が
死
に
、
ス
ペ
イ
ン
が
急
速
に
民
主
化
を
達
成
し
た
と
い
う
事
実
と
食
い
違
っ
た
も
の

と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
論
文
は
、
リ
ン
ス
の
論
文
の
中
で
も
引
用
さ
れ
る
頻
度
が
高
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
権
威
主
義
体
制
内
・

体
制
下
に
多
く
の
反
対
派
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
観
測
結
果
の
み
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
う
し
た
反
対
派
が
体
制
に
持
つ
影
響
の
限
界

や
フ
ラ
ン
コ
体
制
が
直
ち
に
崩
壊
せ
ず
民
主
化
が
達
成
さ
れ
な
い
と
い
う
主
張
が
見
過
ご
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
権
威
主

義
体
制
論
の
理
論
の
発
展
と
い
う
点
に
そ
く
し
て
見
る
と
、
リ
ン
ス
が
フ
ラ
ン
コ
の
死
の
直
前
ま
で
体
制
の
民
主
化
の
困
難
性
を
強
調

し
て
い
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
論
文
の
直
後
に
、
リ
ン
ス
の
権
威
主
義
論
は
大
き
く
変
化
す
る
か
ら
で
あ
る
。

リ
ン
ス
は
、
一
九
七
五
年
の
「
全
体
主
義
体
制
と
権
威
主
義
体
制

（
８
）

」
に
お
い
て
、
民
主
制
と
全
体
主
義
体
制
を
両
極
と
す
る
直
線
上

に
権
威
主
義
体
制
を
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
性
格
付
け
を
大
き
く
変
化
さ
せ
た
。
確
か
に
、
権
威
主
義
体
制
の
「
定
義
」
は
、

限
定
的
多
元
性
な
ど
で
あ
り
一
九
六
四
年
論
文
か
ら
変
化
は
な
い
。
し
か
し
、
権
威
主
義
体
制
が
民
主
主
義
体
制
で
も
全
体
主
義
体
制

で
も
な
い
体
制
と
い
う
残
余
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
権
威
主
義
体
制
の
独
自
の
性
質
の
探
究
は
事
実
上
放
棄

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
も
権
威
主
義
体
制
は
、
ス
ル
タ
ン
的
体
制
、
ポ
ス
ト
全
体
主
義
体
制
よ
り
も
民
主
主
義
に
近
い
と
さ
れ

て
、
も
っ
と
も
民
主
主
義
に
近
い
独
裁
政
の
地
位
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
権
威
主
義
体
制
の
性
格
付
け
の
変
化
は
、
リ
ン
ス
の
問
題
関
心
が
体
制
の
転
換
や
民
主
化
に
移
行
す
る
に
つ
れ
、
よ
り

明
確
に
な
っ
た
。
リ
ン
ス
は
一
九
七
〇
年
代
の
半
ば
よ
り
、
体
制
の
転
換
を
そ
の
研
究
課
題
と
し
、
一
九
七
八
年
の
『
民
主
体
制
の
崩

フ
ァ
シ
ズ
ム
と
権
威
主
義
体
制

（
都
法
五
十
二
―

二
）
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壊
―
危
機
と
崩
壊
、
再
均
衡
―
』
と
『
大
い
な
る
希
望
か
ら
内
戦
へ
―
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
民
主
体
制
の
崩
壊

（
９
）

―
』
を
発
表
し
た
。
リ

ン
ス
の
体
制
崩
壊
論
に
お
い
て
は
、
具
体
的
な
分
析
手
順
と
し
て
体
制
派
、
半
体
制
派
、
反
体
制
派
と
い
う
エ
リ
ー
ト
の
構
成
と
提
携

に
焦
点
が
当
た
っ
て
い
る
が
、
そ
の
理
論
的
前
提
は
、
政
策
の
策
定
の
た
め
に
政
治
エ
リ
ー
ト
間
の
協
力
が
必
要
と
な
る
点
と
、
そ
の

政
策
の
実
現
の
た
め
に
市
民
か
ら
の
同
意
の
調
達
が
必
要
と
な
る
点
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
政
治
的
対
立
の
社
会
的
な
含

意
が
重
視
さ
れ
、
体
制
の
正
統
性
と
有
効
性
の
確
保
が
理
論
的
根
拠
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
リ
ン
ス
は
、
社
会
的
統
合
が

体
制
の
安
定
・
確
立
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
と
認
識
し
、
そ
う
し
た
前
提
の
下
に
、
相
互
に
協
力
を
図
り
社
会
的
な
働
き
か
け
を
行
な

う
エ
リ
ー
ト
の
行
動
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
社
会
的
合
意
の
調
達
や
正
当
性
の
確
保
を
重
視
す
る
視
点
は
ス
ペ
イ
ン
の
民
主
化
分
析
に
も
適
用
さ
れ
て
い
る
。
前
述
の

一
九
七
二
年
論
文
で
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
体
制
内
の
不
満
分
子
の
孤
立
や
反
体
制
派
の
分
断
が
体
制
の
民
主
化
の
阻
害
要
因
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
体
制
内
外
の
反
対
派
を
含
め
た
幅
広
い
合
意
の
形
成
が
民
主
化
の
鍵
と
な
る
。
リ
ン
ス
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
民
主
化
が
未
だ
不

透
明
な
時
期
か
ら
知
識
人
と
し
て
発
言
し
て
い
る
が
、
一
九
七
七
年
六
月
一
五
日
の
総
選
挙
の
直
後
に
比
例
代
表
制
を
正
当
化
し
て
い

る
（
１０
）

。
フ
ラ
ン
コ
体
制
内
の
改
革
派
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
二
大
政
党
制
を
モ
デ
ル
と
し
て
小
選
挙
区
制
を
主
張
し
て
い
た
こ
と
や
、
比
較
政

治
学
に
お
い
て
政
治
的
安
定
を
重
視
す
る
論
者
が
小
選
挙
区
制
に
傾
斜
す
る
の
と
対
比
す
れ
ば
、
リ
ン
ス
が
社
会
的
合
意
の
調
達
を
一

貫
し
て
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ス
ペ
イ
ン
に
お
い
て
政
治
勢
力
が
分
断
さ
れ
て
い
る
原
因
は
内
戦
と
い
う
歴
史

的
な
経
験
が
あ
り
、
左
右
の
和
解
は
簡
単
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
リ
ン
ス
は
、
民
主
的
改
革
派
に
よ
る
政
治
指
導
に
期
待
し

（
１１
）

、
様
々
な

政
治
的
な
技
法
を
指
摘
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
体
制
内
の
民
主
派
が
推
し
進
め
る
「
改
革
（reform

a

）」
と
民
主
的
反
体
制
派
が
求

め
る
「
断
絶
（ruptura

）」
は
本
来
相
容
れ
な
く
て
も
、
前
者
か
ら
は
改
革
、
後
者
か
ら
は
断
絶
と
見
な
し
う
る
落
と
し
ど
こ
ろ

（reform
a

pactada−
ruptura

pactada

）
が
で
き
れ
ば
良
い
。
フ
ラ
ン
コ
体
制
と
同
一
化
し
て
い
る
ス
ペ
イ
ン
社
会
の
半
数
は
独
裁
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制
の
連
続
と
し
て
そ
の
解
決
案
を
受
け
入
れ
、
民
主
主
義
を
求
め
る
他
の
半
数
は
民
主
化
と
結
び
つ
け
て
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
。
こ
の

よ
う
に
根
拠
が
過
去
か
将
来
か
不
明
の
ま
ま
の
玉
虫
色
の
正
統
化
（backw

ard−
forw

ard
legitim

ation

）
に
基
づ
く
民
主
化
戦
略

（
１２
）

は
、

政
治
的
に
有
益
な
智
慧
で
あ
る
と
評
価
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
リ
ン
ス
は
、
民
主
化
に
つ
い
て
、
研
究
者
と
し
て
の
分
析
に
際
し

て
も
、
当
事
者
と
し
て
の
提
案
に
お
い
て
も
、
社
会
的
合
意
の
拡
大
を
重
視
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
議
論
の
変
遷
を
辿
っ
て
い
け
ば
、
リ
ン
ス
が
民
主
化
分
析
に
お
い
て
焦
点
を
エ
リ
ー
ト
に
当
て
て
い
る
の
は
、
エ
リ
ー

ト
に
視
野
が
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
逆
に
権
威
主
義
体
制
に
お
け
る
政
治
勢
力
の
未
成
熟
や
社
会
の
分
断
状
況
を
意
識
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
も
そ
も
リ
ン
ス
は
、
一
九
六
五
年
に
Ｆ
Ｏ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ａ
財
団
（
社
会
研
究
・
応
用
社
会
学
振
興

財
団
）
設
立
に
加
わ
っ
て
以
来
、
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
社
会
調
査
・
世
論
調
査
の
パ
イ
オ
ニ
ア
で
あ
り
、
権
威
主
義
体
制
に
お
い
て
、

誰
が
ど
の
よ
う
な
意
見
を
持
っ
て
い
る
か
、
実
証
的
な
研
究
を
蓄
積
し
て
い
る
。
そ
の
成
果
と
し
て
リ
ン
ス
の
民
主
化
研
究
は
、
民
主

化
期
の
政
治
エ
リ
ー
ト
の
行
動
と
そ
れ
以
前
の
体
制
に
お
け
る
政
治
勢
力
の
成
熟
度
の
二
つ
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、

中
東
欧
の
民
主
化
研
究
に
お
い
て
市
民
社
会
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
と
結
び
つ
い
て
、
権
威
主
義
体
制
下
で
の
政
府
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を

免
れ
て
い
る
社
会
生
活
の
存
在
と
発
展
の
可
能
性
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、
他
の
政
治
体
制
と
比
較
し
た
権
威
主
義
体
制
の
民
主
化
可
能

性
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る

（
１３
）

。

第
二
節

理
論
発
展
の
停
滞

権
威
主
義
体
制
論
を
こ
の
よ
う
に
見
た
場
合
、
当
初
は
作
業
仮
設
で
し
か
な
か
っ
た
「
定
義
」
が
そ
の
後
の
現
在
に
至
る
ま
で
維
持

さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
の
事
例
へ
の
適
用
に
際
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
や
事
例
に
対
応
す
る
問
題
関
心
に
基
づ
い
た
議
論
が
展
開

フ
ァ
シ
ズ
ム
と
権
威
主
義
体
制

（
都
法
五
十
二
―

二
）
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さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
権
威
主
義
体
制
論
は
、
個
別
の
体
制
を
分
類
す
る
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
権
威
主
義
で
あ

る
か
ら
こ
と
で
一
つ
の
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
事
例
ご
と
の
検
討
課
題
設
定
の
た
め
の
取
っ
掛
か
り
に
過
ぎ
な
い
と
さ

え
い
え
る
。
同
じ
権
威
主
義
体
制
論
と
い
っ
て
も
、
事
例
分
析
で
は
リ
ン
ス
の
問
題
関
心
に
応
じ
て
異
な
る
側
面
に
焦
点
が
当
て
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
権
威
主
義
体
制
論
に
よ
っ
て
独
裁
制
の
性
格
付
け
を
す
る
場
合
、
リ
ン
ス
が
事
例
分
析
で
示
し
て
い
る
洞
察
が

組
み
込
ま
れ
な
け
れ
ば
、
定
義
の
荒
さ
と
理
論
の
完
成
度
の
低
さ
が
目
立
つ
だ
け
と
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
う
な
る
と
、
権
威
主
義
体
制
論
の
問
題
は
、
事
例
研
究
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
洞
察
が
さ
ら
な
る
理
論
の
進
化
に
結
び
つ
い
て
い
な

い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
最
初
の
論
文
で
示
さ
れ
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
保
守
支
配
の
補
完
性
や
近
代
化
論
で
の
位
置
づ
け
は
そ
の

後
の
権
威
主
義
体
制
論
か
ら
抜
け
落
ち
て
い
る
の
で

（
１４
）

、
事
例
分
析
に
お
い
て
保
守
的
勢
力
が
研
究
の
焦
点
に
は
な
り
に
く
く
、
権
威
主

義
体
制
に
お
け
る
フ
ァ
シ
ス
ト
の
位
置
づ
け
が
意
識
さ
れ
に
く
い
。
同
様
に
、
権
威
主
義
体
制
の
反
対
派
が
民
主
化
に
与
え
る
影
響
は

研
究
が
始
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る

（
１５
）

。
フ
ラ
ン
コ
体
制
の
も
と
で
結
社
の
合
法
化
に
際
し
て
の
国
会
で
の
議
論
の
内
容
や
、
実
際
に
結
社

の
多
様
性
が
認
め
ら
れ
た
際
に
ど
の
よ
う
な
限
界
が
あ
っ
た
か
と
言
っ
た
制
度
論
は
、
現
在
も
っ
と
も
研
究
が
盛
ん
な
分
野
の
一
つ
で

あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
下
で
の
現
実
の
非
政
治
的
結
社
や
社
会
的
結
合
の
進
展
、
す
な
わ
ち
「
市
民
社
会
」
の
形
成
に

関
し
て
は
、
英
語
に
よ
る
研
究
の
発
表
が
始
ま
っ
た
に
過
ぎ
ず
、
ス
ペ
イ
ン
語
で
の
研
究
発
表
は
殆
ど
な
い
。
そ
う
し
た
実
証
的
な
議

論
の
積
み
重
ね
以
上
に
欠
け
て
い
る
の
が
理
論
へ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
個
々
の
勢
力
が
体
制
の
成
立
・
発
展
・

存
続
に
ど
の
よ
う
な
貢
献
を
し
、
体
制
の
衰
退
を
助
長
す
る
か
は
、
個
別
の
事
例
研
究
と
し
て
は
あ
っ
て
も
、
未
だ
に
権
威
主
義
体
制

一
般
に
共
通
す
る
か
の
検
討
は
さ
れ
て
い
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
権
威
主
義
体
制
に
お
け
る
反
対
派
の
分
断
と
い
っ
た
リ
ン
ス
の
指

摘
は
、
リ
ン
ス
が
権
威
主
義
体
制
の
議
論
を
深
め
る
こ
と
な
く
、
問
題
関
心
を
民
主
化
期
の
政
治
指
導
に
移
動
さ
せ
た
た
め
、
な
お
ざ

り
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
隣
保
組
織
な
ど
の
政
治
的
な
色
彩
の
薄
い
社
会
的
結
合
は
、
体
制
を
揺
る
が
す
も
の
と
は

八



限
ら
ず
、
政
府
に
よ
る
社
会
統
制
の
道
具
と
な
る
可
能
性
も
あ
れ
ば
、
人
々
の
関
心
を
政
治
と
は
異
な
る
も
の
に
向
け
さ
せ
る
こ
と
に

よ
り
、
体
制
の
安
定
に
寄
与
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
権
威
主
義
体
制
下
で
、
ど
の
よ
う
な
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
生
ま
れ
る
か
と
と

も
に
、
そ
れ
が
体
制
の
安
定
性
や
民
主
化
に
ど
う
結
び
つ
く
か
の
理
論
的
整
理
が
今
後
必
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
個
別
の
勢
力
毎
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
勢
力
間
の
配
置
や
相
互
の
影
響
も
重
要
で
あ
る
。
ス
ペ
イ
ン
の
事
例
に
お
い

て
は
、
社
会
学
者
ア
マ
ン
ド
・
デ＝

ミ
ゲ
ル

（
１６
）

が
フ
ァ
ミ
リ
ア
（
政
治
勢
力
）
の
自
律
性
を
指
摘
し
て
以
来
、
様
々
な
政
治
勢
力
が
い
ろ

い
ろ
な
政
策
分
野
・
政
府
機
関
・
制
度
を
独
占
し
、
一
種
の
棲
み
分
け
を
形
成
し
て
い
る
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る

（
１７
）

。
ま
た
、
フ
ラ
ン

コ
が
一
つ
の
勢
力
が
強
く
な
り
す
ぎ
る
こ
と
を
警
戒
し
、
常
に
勢
力
間
の
バ
ラ
ン
ス
に
心
を
砕
い
て
い
た
と
言
う
こ
と
も
知
ら
れ
て
い

る
。
事
例
研
究
の
レ
ベ
ル
で
は
エ
ピ
ソ
ー
ド
的
に
知
ら
れ
て
い
る
こ
う
い
っ
た
現
象
は
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
や
ス
タ
ー
リ
ン
体
制
と
の

違
い
を
際
立
た
せ
る
が
、
権
威
主
義
体
制
一
般
の
現
象
と
言
え
る
か
の
検
討
は
今
後
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

同
様
に
リ
ン
ス
が
ス
ペ
イ
ン
の
事
例
研
究
に
お
い
て
指
摘
し
て
い
て
も
、
そ
れ
が
十
分
に
理
論
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
別
の
要
因
に

公
的
制
度
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
一
は
、
既
存
の
公
的
な
機
関
や
組
織
へ
の
体
制
の
影
響
で
あ
る
。
全
体
主
義
体
制
論
で
は
こ
れ
が
理
論

の
中
核
と
な
っ
て
い
る
。
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
強
制
的
同
質
化
（G

leichschaltung

）
が
行
な
わ
れ
、
国
家
機

関
に
対
応
す
る
党
機
関
が
設
置
さ
れ
て
統
制
が
図
ら
れ
、
ナ
チ
ス
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
い
た
制
度
や
規
範
の
再
編
成
が
進
め
ら
れ

た
。
ス
タ
ー
リ
ン
体
制
に
お
い
て
も
、
共
産
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
政
治
コ
ミ
サ
ー
ル
に
よ
る
統
制
と
い
っ
た
自
立
的
組
織
の
抑

圧
・
統
制
・
再
編
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
権
威
主
義
体
制
で
は
ど
う
か
と
い
え
ば
、
軍
、
あ
る
い
は
教
会
が
政
策
に
及
ぼ
す
影
響

は
フ
ラ
ン
コ
体
制
研
究
の
焦
点
で
あ
り
、
他
面
そ
れ
ら
の
機
関
や
官
僚
制
の
自
律
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機

関
や
組
織
が
全
体
主
義
体
制
下
の
よ
う
な
統
制
を
受
け
て
い
な
い
と
い
っ
て
も
、
体
制
が
そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
か
は

未
だ
検
討
が
不
十
分
で
あ
る
。

フ
ァ
シ
ズ
ム
と
権
威
主
義
体
制

（
都
法
五
十
二
―

二
）
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第
二
に
、
法
制
度
に
対
す
る
権
威
主
義
体
制
の
影
響
は
課
題
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
ス
ペ
イ
ン
の
よ
う
に
独
裁
制
が
長
期
に
わ
た
っ

て
安
定
し
て
い
る
と
、
次
第
に
国
家
機
構
も
法
制
度
も
拡
充
が
な
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
際
に
、
ど
う
い
っ
た
機
構
が
発
達
し
、
ど
の
よ

う
な
法
制
度
が
発
展
す
る
か
は
、
体
制
論
の
焦
点
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
リ
ン
ス
は
、
権
威
主
義
体
制
は
「
制
度
化
」

は
行
え
ず
、「
憲
法
化
」
に
と
ど
ま
る
と
主
張
す
る
。
仮
に
権
威
主
義
体
制
に
お
け
る
法
制
度
の
発
達
が
、
全
体
主
義
体
制
の
そ
れ
と

も
民
主
制
の
そ
れ
と
も
異
な
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
把
握
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
理
論
的
な
未
発
達
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ス
ペ
イ
ン
に
お
い
て
例
外
的
に
権
威
主
義
体
制
論
を
擁
護
す
る
論
者
は
、
議
論

の
射
程
を
限
定
的
多
元
性
に
限
定
す
る
な
ら
ば
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
に
も
適
用
が
可
能
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
確
か
に
、
理
論
は
、
そ
の

内
容
を
限
定
す
れ
ば
、
適
用
範
囲
は
拡
が
る
が
、
し
か
し
適
用
す
る
意
味
が
乏
し
く
な
る
。
理
論
の
彫
琢
を
放
棄
す
る
と
結
局
、
権
威

主
義
体
制
は
全
体
主
義
で
も
民
主
制
で
も
な
い
残
余
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
と
把
握
さ
れ
、
理
論
か
ら
そ
れ
以
上
ほ
と
ん
ど
導
き
出
さ
れ

な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
実
証
研
究
に
お
い
て
は
、
体
制
の
中
で
の
フ
ァ
シ
ス
ト
勢
力
に
着
目
す
る
研
究
者
が
、
フ
ァ
シ
ズ
ム

の
攻
撃
性
を
隠
蔽
す
る
と
い
う
理
由
で
権
威
主
義
体
制
論
を
非
難
す
る
こ
と
と
な
る
。
あ
る
独
裁
制
が
権
威
主
義
体
制
に
分
類
さ
れ
る

と
、
様
々
な
研
究
が
前
提
に
お
く
体
制
の
本
質
が
理
論
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
批
判
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ

ら
の
批
判
は
、
し
ば
し
ば
定
義
か
ら
直
接
導
き
出
さ
れ
な
い
要
素
を
挙
げ
て
、
権
威
主
義
体
制
へ
の
分
類
を
否
定
す
る
と
い
う
論
理
的

誤
謬
に
陥
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
例
え
ば
、
大
統
領
制
で
あ
る
か
議
院
内
閣
制
で
あ
る
か
を
民
主
主
義
理
論
か
ら
直
接
導
き
出
す
こ
と

が
で
き
な
い
な
い
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
を
民
主
制
に
分
類
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
批
判
す
る
よ
う
な
も
の
だ
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
の
よ

う
な
批
判
が
い
か
に
的
外
れ
で
あ
る
か
が
明
白
で
あ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
の
例
で
い
え
ば
、
意
味
あ
る
問
題
に
す
る
に
は
、
大
統
領
制
と

民
主
主
義
の
関
連
を
整
理
し
て
、
具
体
的
な
事
例
を
評
価
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
権
威
主
義
体
制
論
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
フ
ァ
シ
ズ

ム
と
権
威
主
義
体
制
の
関
係
を
整
理
し
て
、
事
例
研
究
に
資
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

一
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第
三
節

党
派
的
な
含
意
？

本
章
の
最
後
に
、
権
威
主
義
体
制
論
の
党
派
的
な
含
意
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。
冷
戦
期
に
お
い
て
は
、
旧
植
民
地
や
開
発
途
上

国
の
独
裁
体
制
に
は
、
反
体
制
勢
力
を
共
産
主
義
勢
力
と
同
一
の
も
の
と
主
張
し
、
人
権
抑
圧
を
正
当
化
し
て
い
た
も
の
が
多
か
っ

た
。
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
西
側
諸
国
の
社
会
科
学
者
に
は
、
そ
の
主
張
に
一
定
の
理
解
を
示
し
、
そ
う
い
っ
た
独
裁
国

家
へ
の
援
助
の
正
当
化
を
図
っ
た
人
々
が
い
た
。
反
体
制
派
を
共
産
勢
力
と
同
一
視
す
る
反
共
思
想
は
、
反
共
体
制
の
擁
護
を
民
主
主

義
の
樹
立
よ
り
も
重
視
し
、
西
側
の
同
盟
国
と
な
り
得
る
独
裁
体
制
を
擁
護
す
る
と
い
う
意
味
で
は
、
反
民
主
主
義
的
言
説
と
な
ろ

う
。
こ
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
含
意
は
リ
ン
ス
自
身
が
述
べ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
が
、
権
威
主
義
体
制
論
は
、
全
体
主
義
体

制
論
が
共
産
主
義
国
の
独
裁
制
を
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
と
結
び
つ
け
て
全
面
否
定
し
た
の
と
同
様
に
、
反
共
独
裁
体
制
へ
の
援
助
を
正
当

化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
冷
戦
思
考
に
「
社
会
科
学
的
」
根
拠
を
与
え
る
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
、
リ
ン
ス
の
権
威
主
義
体
制
論
を
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
の
政
治
的
腐
食P

olitical
D

ecay

論
と
比
較
し
て
お
こ
う
。
ハ
ン

チ
ン
ト
ン
は
、
経
済
発
展
が
社
会
的
動
員
を
も
た
ら
す
が
、
後
者
が
常
に
制
度
化
の
ス
ピ
ー
ド
を
上
回
る
た
め
、
政
治
的
要
求
が
オ
ー

バ
ー
フ
ロ
ー
し
て
「
利
益
の
集
約
」
を
不
可
能
に
す
る
こ
と
で
、
入
力
機
構
を
機
能
不
全
に
し
、
政
治
的
不
安
定
を
引
き
起
こ
す
と
主

張
す
る
。
そ
う
な
る
と
急
速
な
経
済
開
発
を
必
要
と
す
る
発
展
途
上
国
の
非
民
主
的
体
制
は
必
然
で
あ
り
、
先
進
国
の
責
務
は
、
そ
う

い
っ
た
非
民
主
国
家
に
対
し
て
経
済
援
助
を
与
え
る
こ
と
で
政
治
的
要
求
へ
の
対
応
能
力
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
こ
う

し
て
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
は
、
第
三
世
界
の
独
裁
国
家
に
対
す
る
先
進
国
の
援
助
を
正
当
化
す
る
。
同
様
に
、
権
威
主
義
体
制
が
全
体
主
義

体
制
と
異
な
っ
て
将
来
民
主
化
す
る
可
能
性
が
高
い
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
経
済
援
助
を
正
当
化
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。

フ
ァ
シ
ズ
ム
と
権
威
主
義
体
制
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法
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そ
こ
で
、
権
威
主
義
体
制
論
は
、
冷
戦
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
独
裁
制
を
擁
護
す
る
議
論
と
い
う
グ
ル
ー
プ
に
入
れ
ら
れ
て
き
た
。
し
か

し
、
こ
こ
で
は
両
者
の
相
違
を
考
え
る
た
め
に
、
ま
ず
援
助
の
正
当
化
の
論
理
を
考
え
て
み
よ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
先
進
国
か
ら
の
経
済
援
助
が
独
裁
体
制
に
潤
沢
に
供
与
さ
れ
る
と
、
民
主
主
義
体
制
へ
の
転
換
が
促
進
さ
れ
る
と
は
限

ら
ず
、
少
な
く
と
も
一
定
時
期
の
韓
国
や
南
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
、
あ
る
い
は
チ
リ
な
ど
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
抑
圧
的
体
制
が
固
定
化
さ
れ

か
ね
な
い
。
軍
事
独
裁
へ
の
援
助
が
民
主
化
を
抑
制
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
、
そ
の
提
唱
は
民
主
主
義
の
価
値
か

ら
は
正
当
化
さ
れ
な
い
。
か
つ
て
、
第
三
世
界
の
軍
事
独
裁
政
権
は
、
全
て
の
反
対
派
を
共
産
主
義
勢
力
で
あ
る
と
主
張
し
、
反
共
を

論
拠
に
人
権
侵
害
の
正
当
化
を
試
み
た
。
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
の
白
人
政
権
は
、
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
に
反
対
す
る
こ
と
は
ソ
ビ
エ
ト
を

利
す
る
だ
け
だ
と
主
張
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
人
権
の
尊
重
や
人
種
間
の
平
等
な
ど
が
民
主
主
義
に
内
包
さ
れ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
ら
の
価
値
の
否
定
を
容
認
す
る
体
制
は
、
民
主
主
義
の
原
理
に
違
背
す
る
。

そ
こ
で
、
リ
ン
ス
が
民
主
主
義
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
か
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
が
第

三
世
界
の
軍
事
体
制
を
正
当
化
す
る
際
に
用
い
た
論
理
は
、
リ
ン
ス
の
権
威
主
義
体
制
論
と
は
異
な
る
民
主
主
義
観
に
依
拠
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
の
軍
事
体
制
擁
護
論
は
、
政
治
的
安
定
を
求
め
る
べ
き
価
値
と
位
置
づ
け
た
上
で
、
二
つ
の
論
拠
を
提

示
す
る
。
一
つ
は
、
軍
の
専
門
職
化
や
体
制
の
制
度
化
が
軍
の
非
政
治
化
や
体
制
の
民
主
化
の
前
提
と
な
る
の
で
、
民
主
主
義
の
実
現

の
た
め
に
は
一
定
の
政
治
的
安
定
の
時
間
的
余
裕
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
状
況
論
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
経
済
発
展
や
成
長
は
社
会

的
動
員
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
発
達
な
ど
）
を
急
速
に
拡
大
し
、
過
大
な
政
治
的
要
求
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
治
シ

ス
テ
ム
の
入
力
シ
ス
テ
ム
が
機
能
不
全
に
陥
る
と
い
う
構
造
論
で
あ
る

（
１８
）

。
前
者
の
論
理
で
は
、
軍
事
体
制
が
民
主
体
制
へ
の
過
渡
的
体

制
と
捉
え
ら
れ
、
必
要
悪
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
。
し
か
し
、
後
者
の
論
理
で
は
、
民
主
主
義
に
内
在
す
る
欠
陥
が
指
摘
さ
れ
る
。
実

際
、
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
は
社
会
的
動
員
が
政
治
的
安
定
を
掘
り
崩
す
と
考
え
、
高
等
教
育
の
抑
制
を
主
張
す
る
な
ど
民
主
主
義
へ
の
懐
疑

一
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論
を
展
開
し
て
い
る

（
１９
）

。
こ
う
い
っ
た
政
治
参
加
の
拡
大
に
対
す
る
危
惧
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
多
く
の
「
マ
デ
ィ
ソ
ニ
ア
ン
」
に
よ
っ

て
共
有
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
特
段
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
の
保
守
性
を
示
す
も
の
と
は
い
え
な
い
が
、（
少
な
く
と
も
ア
メ
リ
カ
以
外
の
国

に
お
け
る
）
民
主
主
義
を
重
視
し
な
い
点
が
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
の
近
代
化
論
・
政
軍
関
係
論
の
理
解
の
前
提
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
に
と
っ
て
政
治
的
安
定
が
民
主
主
義
よ
り
も
重
視
す
べ
き
価
値
で
あ
る
の
と
は
対
照
的
に
、
リ
ン
ス
に

と
っ
て
は
民
主
主
義
の
達
成
が
目
標
で
あ
り
、
敢
え
て
い
え
ば
、
政
治
的
安
定
は
次
善
の
価
値
に
過
ぎ
な
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

権
威
主
義
体
制
論
が
独
裁
体
制
を
民
主
主
義
に
近
い
体
制
と
し
て
擁
護
す
る
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
リ
ン
ス
は
あ
く

ま
で
も
民
主
主
義
体
制
が
独
裁
制
よ
り
も
良
い
体
制
と
い
う
価
値
判
断
を
示
し
て
い
る
。
た
と
え
リ
ン
ス
が
、
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
と
同
様

に
冷
戦
期
の
ア
メ
リ
カ
や
西
側
の
価
値
観
を
受
容
し
て
い
る
と
し
て
も
、
理
論
に
反
映
さ
れ
て
い
る
バ
イ
ア
ス
に
は
大
き
な
違
い
が
あ

る
と
い
え
る
。

も
っ
と
も
理
論
の
党
派
的
な
含
意
は
、
理
論
の
価
値
に
と
っ
て
決
定
的
な
問
題
で
あ
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
。
と
い
う
の
は
、
ハ
ン

チ
ン
ト
ン
の
議
論
は
、
そ
の
あ
か
ら
さ
ま
な
バ
イ
ア
ス
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
代
化
論
・
政
治
的
発
展
論
に
そ
の
成
果
を
組
み
込
む
こ

と
試
み
が
継
続
的
に
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
十
分
な
成
果
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
で
、
リ
ン
ス
に
は
ハ
ン
チ

ン
ト
ン
ほ
ど
の
明
確
な
保
守
的
な
バ
イ
ア
ス
が
見
ら
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
理
論
的
展
開
は
、
オ
ド
ン
ネ
ル
の
官
僚
的
権
威

主
義
体
制
論
が
唯
一
の
例
外
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
、
リ
ン
ス
の
権
威
主
義
体
制
論
を
検
討
し
て
き
た
。
リ
ン
ス
の
権
威
主
義
体
制
論
は
、
抽
象
理
論
と
し
て
展
開
し
て
い
る
の
で

は
な
く
、
そ
の
時
々
に
問
題
関
心
に
合
わ
せ
た
事
例
分
析
に
内
包
さ
れ
て
い
る
洞
察
が
議
論
を
膨
ら
ま
せ
る
上
で
豊
か
な
可
能
性
を
示

し
て
い
る
。
そ
こ
で
改
め
て
ス
ペ
イ
ン
の
事
例
を
検
討
し
よ
う
。

フ
ァ
シ
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第
二
章

ス
ペ
イ
ン
研
究
に
お
け
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
論

第
一
節
「
権
威
主
義
体
制
か
フ
ァ
シ
ズ
ム
か
」

権
威
主
義
体
制
が
ス
ペ
イ
ン
の
フ
ラ
ン
コ
体
制
を
モ
デ
ル
と
し
て
構
築
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
ス
ペ
イ
ン
で
は
「
権
威
主
義
体
制

論
が
体
制
の
分
析
に
資
す
る
か
」
よ
り
も
、
そ
も
そ
も
比
較
政
治
学
の
概
念
を
利
用
す
べ
き
か
否
か
が
争
わ
れ
た
。
ス
ペ
イ
ン
に
お
け

る
歴
史
研
究
は
、
理
論
的
射
程
を
検
討
し
て
そ
の
妥
当
性
や
有
用
性
を
考
察
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
語
感
つ
ま
り
権
威
主
義
体
制
が

フ
ァ
シ
ズ
ム
よ
り
も
糾
弾
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
乏
し
い
こ
と
へ
の
感
情
論
反
感
に
基
づ
い
て
、
権
威
主
義
体
制
論
を
フ
ラ
ン
コ
体
制
派

の
議
論
と
み
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
比
較
政
治
学
で
は
、
リ
ン
ス
の
権
威
主
義
体
制
論
が
そ
の
フ
ラ
ン
コ
体
制
研
究
か
ら

誕
生
し
た
だ
け
に
、
ス
ペ
イ
ン
政
治
の
研
究
者
は
常
に
権
威
主
義
体
制
論
を
念
頭
に
フ
ラ
ン
コ
体
制
を
分
析
し
て
き
た
。
し
か
し
、
歴

史
研
究
者
の
多
く
は
、
権
威
主
義
体
制
論
が
フ
ラ
ン
コ
体
制
を
擁
護
す
る
も
の
と
し
て
そ
の
検
討
さ
え
拒
絶
し
て
き
た
。
実
際
、
ス
ペ

イ
ン
に
お
い
て
は
、
リ
ン
ス
の
権
威
主
義
体
制
論
は
、
ス
ペ
イ
ン
語
訳
が
一
九
七
四
年
に
公
刊
さ
れ
て
い
る

（
２０
）

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ト
ゥ
ッ
セ
イ
に
よ
れ
ば
殆
ど
読
ま
れ
る
こ
と
は
な
く
、
理
解
が
不
十
分
で
あ
っ
た

（
２１
）

。
次
第
に
リ
ン
ス
の
権
威
主
義
体
制
論
が
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
も
、
今
度
は
民
主
化
と
の
関
連
と
い
っ
た
文
脈
で
の
リ
ン
ス
の
立
論
に
目
が
向
き
、
相
変
わ
ら
ず
フ
ラ
ン
コ
体
制
を
弁

証
す
る
も
の
と
し
て
拒
絶
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
リ
ン
ス
に
対
す
る
批
判
者
は
、
権
威
主
義
体
制
論
で
は
フ
ラ
ン
コ
体
制
の
フ
ァ

シ
ズ
ム
と
し
て
の
性
格
を
と
ら
え
て
い
な
い
と
し
て
、「
権
威
主
義
体
制
か
フ
ァ
シ
ズ
ム
か
」
と
い
う
二
者
択
一
の
問
を
立
て
る
。
し

か
し
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
、
ス
ペ
イ
ン
の
研
究
に
お
い
て
、「
権
威
主
義
体
制
か
フ
ァ
シ
ズ
ム
か
」
と
い
う
問
が
立
て
ら
れ
て
き
た
の
だ

一
四



ろ
う
か
。
そ
の
問
の
立
て
方
に
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
権
威
主
義
体
制
か
フ
ァ
シ
ズ
ム
か
」
と
い
う
二
項
対
立
は
、
本
来
無
理
が
あ
ろ
う
。
権
威
主
義
体
制
に
対
立
す
る
概
念
は
、
フ
ァ

シ
ズ
ム
で
は
な
く
全
体
主
義
体
制
で
あ
る
。
体
制
概
念
と
政
治
勢
力
あ
る
い
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
概
念
を
対
比
さ
せ
る
と
い
う
の
は
論
理

的
で
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
リ
ン
ス
は
、
体
制
と
ア
ク
タ
ー
の
分
析
を
切
り
離
し
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
リ
ン
ス
が
イ
タ
リ
ア
・
フ
ァ

シ
ズ
ム
体
制
を
権
威
主
義
体
制
に
含
め
た
た
め
、「
イ
タ
リ
ア
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
か
ら
全
体
主
義
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い

か
」
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
リ
ン
ス
が
イ
タ
リ
ア
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
に
お
け
る
国
王
の
政
治
的
自
立
性
を
過
大
評
価
し
て

い
る
と
い
っ
た
批
判
は
正
当
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
論
に
と
っ
て
重
要
な
点
は
、
リ
ン
ス
が
あ
る
体
制
が
全
体
主
義
体
制
で
あ
る
の
か

権
威
主
義
体
制
で
あ
る
の
か
と
い
っ
た
体
制
の
分
析
と
、
フ
ァ
シ
ス
ト
が
そ
の
体
制
の
中
心
で
あ
る
か
否
か
と
言
っ
た
ア
ク
タ
ー
の
分

析
を
別
の
次
元
に
お
い
て
い
る
証
左
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
が
全
体
主
義
体
制
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
コ
体
制
を
構
成
す
る
勢
力
が
多

元
的
で
あ
り
、
し
か
も
ス
ペ
イ
ン
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
で
あ
る
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
党
の
勢
力
は
決
し
て
優
越
し
た
勢
力
と
な
っ
て
い
な
い
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
研
究
者
の
間
で
ほ
ぼ
共
通
了
解
と
な
っ
て
お
り
、
ス
ペ
イ
ン
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
影
響
力
の
限
定
性
は
否
定
で
き

な
い
。
し
か
も
、
制
度
を
見
て
み
て
も
、
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
党
（
あ
る
い
は
一
九
四
〇
年
代
か
ら
の
正
式
名
称
で
あ
る
モ
ビ
ミ
エ
ン
ト
）
は
、

軍
や
官
僚
機
構
を
支
配
で
き
ず
、
体
制
の
機
構
の
一
つ
で
し
か
な
か
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
に
「
限
定
的
多
元
性
」

が
存
在
し
た
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
リ
ン
ス
の
枠
組
み
を
使
っ
て
「
フ
ラ
ン
コ
体
制
は
権
威
主
義
体
制
か

全
体
主
義
体
制
か
」
と
い
っ
た
問
い
を
た
て
れ
ば
、
答
え
は
全
体
主
義
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

フ
ァ
シ
ズ
ム
と
権
威
主
義
体
制

（
都
法
五
十
二
―

二
）
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第
二
節

ス
ペ
イ
ン
研
究
の
ず
れ

ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
政
治
体
制
の
研
究
は
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
が
独
裁
制
の
な
か
で
は
温
和
で
あ
っ
た
と
い
う
一
般
に
流
布
し
た
神
話

を
否
定
す
る
こ
と
に
焦
点
が
当
た
っ
て
い
た
。
六
〇
年
代
か
ら
の
い
わ
ゆ
る
自
由
化
期
以
後
に
始
ま
っ
た
同
時
代
的
な
分
析
は
、
体
制

に
よ
る
検
閲
や
言
論
統
制
が
加
わ
り
、
抑
圧
的
な
体
制
像
一
色
に
は
な
り
え
な
か
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
い
わ
ば
体
制
側
が
作
り
上
げ
た

神
話
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
の
抑
圧
性
が
、
遡
及
的
に
探
求
さ
れ
た
。

確
か
に
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
が
四
〇
年
の
間
に
そ
の
性
格
を
大
き
く
変
え
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
が
も
と
も
と

強
権
的
な
体
制
で
あ
っ
た
点
に
批
判
的
な
検
討
の
焦
点
が
当
た
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
フ
ラ
ン
コ
体
制
は
権
威
主
義
で
は
な
く

フ
ァ
シ
ズ
ム
だ
」
と
い
う
研
究
は
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
が
次
第
に
抑
圧
的
な
性
格
を
弱
め
た
と
し
て
も
、
も
と
も
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
よ
っ

て
建
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
嫌
悪
感
に
基
づ
い
て
、
体
制
の
起
源
に
焦
点
を
当
て
た
の
で
あ
る
。

通
常
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
は
、
ス
ペ
イ
ン
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
強
力
な
時
期
と
ス
ペ
イ
ン
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
復
活
が
押
さ
え
ら
れ
、「
テ

ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
」
層
が
相
対
的
に
優
位
に
な
る
一
九
六
〇
年
代
半
ば
の
「
自
由
化
」
期
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
後
者
に
到
達
す

る
ま
で
に
少
な
く
と
も
二
つ
の
大
き
な
転
換
点
を
経
験
し
た
。
最
初
の
時
期
は
、
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
が
体
制
の
中
で
優
越
し
体
制
の
方
向
性

を
定
め
て
い
た
と
さ
れ
る
内
戦
の
勃
発
時
か
ら
第
二
次
大
戦
期
ま
で
で
あ
る
。
一
九
三
八
年
の
労
働
憲
章F

uero
del

T
rabajo

が
イ

タ
リ
ア
の
労
働
憲
章
を
模
倣
し
た
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
体
制
へ
の
影
響
は
顕
著
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
終
期
は
、
大
戦

終
結
の
一
九
四
五
年
か
、
ベ
ゴ
ー
ニ
ャ
事
件
を
経
て
ラ
モ
ン
・
セ
ラ
ー
ノ＝
ス
ニ
ェ
ー
ル

（
２２
）

が
失
脚
し
た
一
九
四
二
年
ま
で
と
さ
れ
る
。

一
九
四
五
年
以
後
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
の
基
本
的
法
体
系
が
作
ら
れ
た
。
一
九
四
五
年
に
ス
ペ
イ
ン
人
憲
章F

uero
de

los
españoles

一
六



と
国
民
投
票
法L

ey
del

R
eferéndum

N
acional

、
一
九
四
七
年
に
首
長
継
承
法L

ey
de

Sucesión
en

la
Jefatura

del
E

stado
が
制
定
さ
れ
た
。
首
長
継
承
法
第
十
条
で
以
上
の
三
法
及
び
労
働
憲
章
と
一
九
四
二
年
の
国
会
編
成
法L

ey
C

onstitutiva
de

las

C
ortes

の
合
計
五
法
が
基
本
法L

eyes
F

undam
entales

del
R

eino

を
構
成
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
首
長
継
承
法
は
、
一
九

四
七
年
七
月
六
日
に
国
民
投
票
に
か
け
ら
れ
、
公
式
統
計
で
有
効
投
票
数
の
九
二
・
九
四
パ
ー
セ
ン
ト
の
賛
成
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ

た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ス
ペ
イ
ン
の
戦
後
体
制
が
作
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
ス
ペ
イ
ン
人
憲
章
は
ス
ペ
イ
ン
人
の
権
利
と
義
務
を
定

め
、
首
長
継
承
法
は
ス
ペ
イ
ン
を
王
国
と
定
め
フ
ラ
ン
コ
の
後
継
者
を
ブ
ル
ボ
ン
家
の
王
統
か
ら
選
出
す
る
と
規
定
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
的
な
労
働
憲
章
を
維
持
し
な
が
ら
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
そ
れ
と
「
類
似
し
た
」
基
本
的
人
権
規
定
を
定
め
、
さ

ら
に
王
党
派
の
要
望
で
あ
っ
た
王
政
復
活
の
道
を
つ
け
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
第
二
次
大
戦
の
終
結
は
、
ス
ペ
イ
ン
に
お
い
て

フ
ァ
シ
ズ
ム
か
ら
「
保
守
的
権
威
主
義
体
制
」
へ
の
転
換
と
も
見
な
さ
れ
て
き
た

（
２３
）

。

も
う
一
つ
の
大
き
な
転
換
点
は
、
前
述
の
一
九
五
七
年
二
月
の
内
閣
改
造
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
降
、
先
に
述
べ
た
経
済
成
長
と
社
会

変
動
の
時
代
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
高
度
経
済
成
長
と
政
治
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
経
済
政
策
の
転
換
に
研
究
の
焦
点
が
置
か
れ
て

き
た
が
、
法
制
度
の
整
備
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
経
済
政
策
の
転
換
と
し
て
は
、
自
給
自
足
（
ア
ウ
タ
リ
キ
ア
）
を
め

ざ
す
政
策
が
放
棄
さ
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
の
経
済
的
関
係
を
発
展
さ
せ
る
試
み
が
進
展
す
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
に
先
だ
っ
て
、
ス

ペ
イ
ン
の
国
際
政
治
へ
復
帰
を
遂
げ
て
い
た
。
一
九
五
三
年
に
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
基
地
貸
与
協
定
が
締
結
さ
れ
、
一
九
五
五
年

に
は
国
際
連
合
へ
の
加
盟
が
実
現
し
た
。
一
九
五
九
年
の
経
済
安
定
計
画
に
よ
っ
て
財
政
が
緊
縮
型
と
な
っ
た
が
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
融
資
条

件
を
ク
リ
ア
し
た
。
す
る
と
一
九
六
〇
年
代
か
ら
の
観
光
業
が
急
速
な
発
達
し
、
外
国
か
ら
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
る
と
と
も
に
、
西

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
新
聞
・
雑
誌
が
ス
ペ
イ
ン
に
あ
ふ
れ
た

（
２４
）

。
ス
ペ
イ
ン
か
ら
も
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
イ
ス
な
ど
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

先
進
国
に
出
稼
ぎ
労
働
に
い
く
も
の
も
多
く
、
彼
ら
は
底
辺
労
働
に
従
事
し
な
が
ら
も
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
由
を
相
当
程
度
享
受
す
る

フ
ァ
シ
ズ
ム
と
権
威
主
義
体
制

（
都
法
五
十
二
―

二
）
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こ
と
が
で
き
た

（
２５
）

。
そ
の
結
果
、
裕
福
な
ス
ペ
イ
ン
人
が
外
国
に
旅
行
す
る
の
は
普
通
の
こ
と
と
な
り
、
一
九
六
〇
年
代
に
は
年
率
七

パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
日
本
に
次
ぐ
高
い
経
済
成
長
を
誇
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
閉
鎖
的
経
済
か
ら
開
放
経
済
へ
の
転
換
は
、
西

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
が
ス
ペ
イ
ン
へ
浸
透
す
る
こ
と
を
促
が
し
、
人
々
の
意
識
を
大
き
く
変
化
さ
せ
た
。

し
か
し
、
経
済
の
変
化
よ
り
も
重
要
な
点
は
、
政
治
・
行
政
制
度
の
変
化
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
コ
が
ア
レ
ー
セ
を
登
用
し
た
の
は
、

そ
の
前
年
ま
で
に
生
じ
た
学
生
運
動
、
労
働
運
動
が
動
機
で
あ
っ
た
。
内
戦
後
、
垂
直
組
合
の
外
部
に
お
け
る
労
働
運
動
が
禁
止
さ
れ

た
が
、
一
九
五
一
年
に
バ
ル
セ
ロ
ナ
の
市
街
電
車
の
料
金
値
上
げ
が
利
用
者
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
を
引
き
起
こ
し
、
そ
れ
に
引
き
続
い
て
労

働
者
が
ス
ト
ラ
イ
キ
に
入
っ
た
。
こ
れ
は
、
待
遇
改
善
を
求
め
た
労
働
者
に
よ
る
平
和
的
な
抗
議
行
動
で
あ
り
、
政
治
色
が
薄
く
体
制

を
揺
る
が
す
も
の
で
な
か
っ
た
も
の
の
、
内
戦
後
初
め
て
本
格
的
な
労
働
争
議
と
し
て
体
制
側
か
ら
憂
慮
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
学
生
運

動
は
内
閣
改
造
を
引
き
起
こ
す
こ
と
と
な
っ
た
。
一
九
五
一
年
に
教
育
大
臣
に
任
命
さ
れ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
色
の
強
い
ル
イ
ス＝

ヒ
メ
ネ

ス
（
２６
）

は
、
一
九
五
三
年
、
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
の
中
で
は
自
由
主
義
的
な
哲
学
者
ペ
ド
ロ
・
ラ
イ
ン＝

エ
ン
ト
ラ
ル
ゴ
を
マ
ド
リ
ー
ド
大
学
の
総

長
に
、
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ト
バ
ー
ル
を
サ
ラ
マ
ン
カ
大
学
総
長
に
起
用
し
た
。
一
九
五
五
年
の
哲
学
者
ホ
セ
・
オ
ル
テ
ガ＝

イ＝

ガ
セ
ー

の
死
去
は
、
オ
ル
テ
ガ
と
結
び
つ
く
自
由
主
義
の
記
憶
を
呼
び
起
こ
し
、
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
に
よ
る
大
学
支
配
へ
の
嫌
悪
感
を
強
め
た
。
反

体
制
的
な
学
生
た
ち
は
、
若
手
の
学
者
で
あ
っ
た
エ
ン
リ
ケ
・
テ
ィ
エ
ル
ノ＝

ガ
ル
バ
ン
ら
の
支
援
を
受
け
て
、
垂
直
組
合
の
大
学
生

部
門
で
あ
っ
た
ス
ペ
イ
ン
大
学
組
合
（Sindicato

E
spañol

U
niversitario

Ｓ
Ｅ
Ｕ
）
の
解
体
を
求
め
た
。
ル
イ
ス＝

ヒ
メ
ネ
ス
は
、

ラ
イ
ン＝

エ
ン
ト
ラ
ル
ゴ
や
ト
バ
ー
ル
の
学
生
に
対
す
る
融
和
的
な
態
度
を
容
認
し
、
彼
ら
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
の
知
識
人
や
Ｓ
Ｅ
Ｕ
議
長
ホ

ル
ヘ
・
ホ
ル
ダ
ー
ナ
の
協
力
を
え
て
大
学
改
革
案
を
作
成
し
た
が
、
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
の
強
硬
派
「
フ
ラ
ン
コ
親
衛
隊G

uardia
de

F
ranco

」
が
マ
ド
リ
ー
ド
大
学
法
学
部
に
乱
入
し
学
生
と
衝
突
を
し
た
（
一
九
五
六
年
二
月
七
日
）。
フ
ラ
ン
コ
は
、
ル
イ
ス＝

ヒ
メ

ネ
ス
を
更
迭
し
、
そ
の
協
力
者
た
ち
も
解
任
し
た
。
た
だ
し
、
フ
ラ
ン
コ
は
、
体
制
内
の
改
革
者
を
嫌
悪
し
た
た
め
に
排
除
し
た
の
で

一
八



は
な
く
、
政
治
的
安
定
を
損
ね
た
こ
と
の
責
任
を
問
う
の
で
あ
っ
た
。
実
際
、
フ
ラ
ン
コ
は
、
彼
ら
に
敵
対
し
た
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
強
硬
派

に
も
責
任
を
問
い
、
モ
ビ
ミ
エ
ン
ト
事
務
局
長
大
臣
の
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス＝

ク
エ
ス
タ

（
２７
）

を
更
迭
し
た
。

フ
ラ
ン
コ
は
、
こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
一
九
五
六
年
二
月
に
内
閣
改
造
を
行
っ
た
た
め
、
モ
ビ
ミ
エ
ン
ト
の
法
制
度
の
再
構
築
を
意

図
し
、
古
参
党
員
で
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
の
理
論
家
で
あ
っ
た
ア
レ
ー
セ
を
モ
ビ
ミ
エ
ン
ト
事
務
局
長
大
臣
に
登
用
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ア

レ
ー
セ
は
、「
市
井
の
普
通
の
人
の
声
に
耳
を
傾
け
る
」
こ
と
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
た
。
し
か
し
、
ア
レ
ー
セ
は
、
労
働
大
臣
で
古
参
党

員
の
ヒ
ロ
ン＝

デ＝
ベ
ラ
ス
コ

（
２８
）

こ
そ
労
働
者
の
意
向
を
吸
収
し
う
る
人
物
で
労
働
者
か
ら
も
尊
敬
さ
れ
て
い
る
と
信
じ
、
垂
直
組
合
な

ど
の
モ
ビ
ミ
エ
ン
ト
の
組
織
と
労
働
者
と
の
関
係
（
公
式
に
は
下
か
ら
の
意
見
を
吸
収
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
は
上
か
ら

の
あ
る
い
は
使
用
者
に
よ
る
指
令
の
性
格
が
強
い
）
を
変
え
る
よ
り
も
、
モ
ビ
ミ
エ
ン
ト
の
体
制
に
お
け
る
比
重
を
拡
大
す
る
こ
と
に

力
点
を
置
い
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
ア
レ
ー
セ
は
、
国
家
組
織
法
案
を
策
定
し
モ
ビ
ミ
エ
ン
ト
全
国
委
員
会
に
フ
ラ
ン
コ
の
後
継
者
の

決
定
権
を
委
譲
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
こ
れ
ら
の
モ
ビ
ミ
エ
ン
ト
の
権
限
拡
大
の
企
て
は
、
他
の
勢
力
や
機
関
と
の
激
し
い
軋
轢
を
生

ん
だ
。
そ
の
結
果
、
フ
ラ
ン
コ
は
、
一
年
後
一
九
五
七
年
二
月
に
再
び
内
閣
を
改
造
し
、
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
の
古
参
党
員
を
内
閣
の
中
枢
か

ら
排
除
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
ア
レ
ー
セ
を
モ
ビ
ミ
エ
ン
ト
事
務
局
長
大
臣
の
職
か
ら
解
き
、
新
設
の
住
宅
大
臣
に
横
滑
り
さ

せ
、
ア
レ
ー
セ
の
盟
友
で
あ
っ
た
ヒ
ロ
ン＝

デ＝

ベ
ラ
ス
コ
労
働
大
臣
を
更
迭
し
た
。
そ
こ
で
懸
案
で
あ
っ
た
国
民
運
動
原
則
法L

ey

de
P

rincipios
del

M
ovim

iento
N

acional

は
、
翌
年
、
新
し
い
内
閣
に
よ
っ
て
、
新
し
い
モ
ビ
ミ
エ
ン
ト
事
務
局
長
大
臣
ソ
リ
ス＝

ル
イ
ス

（
２９
）

に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
、
第
六
番
目
の
基
本
法
と
な
っ
た
。
確
か
に
、
新
し
い
内
閣
で
は
、
首
相
府
大
臣
カ
レ
ー
ロ＝

ブ
ラ
ン
コ

（
３０
）

の
庇
護
の
も
と
で
、「
オ
プ
ス
・
デ
イ
神
の
御
業O

pus
D

ei

」
に
連
な
る
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
が
擡
頭
し
、
行
政
改
革
、
経
済
・
財
政
改

革
を
実
現
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
「
自
由
化
」
の
時
代
に
モ
ビ
ミ
エ
ン
ト
が
制
度
的
な
安
定
を
得
た
の
で
あ
る
。

フ
ァ
シ
ズ
ム
と
権
威
主
義
体
制

（
都
法
五
十
二
―

二
）

一
九



第
三
節

暴
力
と
同
意

フ
ァ
シ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
別
の
見
方

フ
ラ
ン
コ
体
制
は
、「
権
威
主
義
体
制
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
る
時
期
が
六
〇
年
代
半
ば
以
降
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

フ
ァ
シ
ズ
ム
論
が
適
用
さ
れ
て
い
る
時
期
が
専
ら
フ
ラ
ン
コ
体
制
形
成
期
の
た
め
、
法
制
度
が
安
定
し
た
時
期
の
フ
ラ
ン
コ
体
制
の
性

格
は
議
論
の
外
に
置
か
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
着
目
す
る
の
は
、
体
制
の
起
源
へ
の
関
心
が
呼
び
起
こ
さ
れ
た
か
ら
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
体
制
を
分
析
す
る
際
に
そ
の
出
発
点
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
は
研
究
戦
略
と
し
て
特
別
で
は
な
い
。
し
か
し
、
も
し

フ
ァ
シ
ズ
ム
論
者
が
フ
ラ
ン
コ
体
制
が
次
第
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
か
ら
離
脱
し
た
と
い
う
通
説
を
承
認
す
る
と
、「
フ
ラ
ン
コ
体
制
は
権
威

主
義
体
制
で
は
な
く
フ
ァ
シ
ズ
ム
だ
」
と
い
う
主
張
は
論
理
性
が
な
く
な
る
。
マ
レ
フ
ァ
ー
キ
ス
は
「
フ
ラ
ン
コ
に
対
す
る
反
対
は
、

中
間
層
の
な
か
の
上
位
層
の
若
者
と
い
う
リ
ス
ク
が
最
小
の
人
々
に
と
っ
て
、
床
屋
政
談parlor

sport

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
」

と
さ
え
述
べ
て
い
る
。
そ
の
主
張
に
よ
れ
ば
、「
フ
ラ
ン
コ
に
反
対
し
つ
つ
、
我
々
は
よ
り
よ
い
暮
ら
し
が
で
き
たcontra

F
ranco,

vivim
os

m
ejor.

」
と
い
う
有
名
な
フ
レ
ー
ズ
は
ス
ペ
イ
ン
が
す
で
に
独
裁dictadura

で
は
な
く
柔
ら
か
い
独
裁dictablanda

で

あ
っ
た
（
固
いdura

と
柔
ら
か
いblanda

を
対
比
さ
せ
た
洒
落
）
こ
と
を
示
し
て
い
る

（
３１
）

。
マ
レ
フ
ァ
ー
キ
ス
は
極
論
と
し
て
も
、「
自

由
化
の
時
代
」
に
抑
圧
が
大
き
く
緩
和
し
た
と
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
ペ
イ
ン
は
権
威
主
義
体
制
論
を
前
提
と
し
て
、
こ
う
し
た
数
度

に
わ
た
る
フ
ラ
ン
コ
体
制
の
変
容
を
「
脱
フ
ァ
シ
ズ
ム
化
」
の
進
展
と
し
て
図
式
的
に
記
述
し
て
い
る
。
タ
ウ
ン
ゼ
ン
は
、
さ
ら
に
ク

リ
ア
・
カ
ッ
ト
に
体
制
初
期
は
独
裁
制
の
中
で
も
も
っ
と
も
抑
圧
的
・
暴
力
的
で
あ
る
特
殊
な
国
で
あ
っ
た
が
、
体
制
末
期
に
は
他
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
殆
ど
変
わ
ら
な
い
国
に
な
っ
て
い
た
と
総
括
す
る

（
３２
）

。
も
ち
ろ
ん
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
が
「
自
由
化
」
の
時
代
で
あ
っ

て
も
現
在
の
政
治
学
の
常
識
的
な
基
準
で
は
民
主
体
制
で
は
な
い
こ
と
は
踏
ま
え
て
の
上
で
の
主
張
だ
が
、
暴
力
の
み
に
よ
る
支
配
が

二
〇



変
容
し
た
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。
し
か
し
、
体
制
の
中
か
ら
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
消
滅
し
た
と
い
っ
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
マ
レ

フ
ァ
ー
キ
ス
は
、
リ
チ
ャ
ー
ズ
の
『
沈
黙
の
時

（
３３
）

』
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
六
〇
年
代
以
降
の
フ
ラ
ン
コ
体
制
の
変
化
を
「
お
化
粧
」

と
決
め
つ
け
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
の
成
立
時
の
凶
暴
な
本
質
が
変
わ
る
わ
け
が
な
い
と
考
え
る
「
本
質
論
者
」
が
学
界
を
支
配
し
て
い
る

と
嘆
い
て
い
る

（
３４
）

。
確
か
に
リ
チ
ャ
ー
ズ
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
定
義
は
凶
暴
な
体
制
と
言
う
に
と
ど
ま
り
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
論
の
展
開
さ
え
無

視
し
て
い
る
。「
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
論
者
は
単
に
頭
が
硬
い
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
が
、
カ
ソ
ル
ラ
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
歴
史
家
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
理
由
が
、
こ
れ
ま
で
指
摘
し
た
よ
う
な
「
暴

力
に
依
存
し
た
支
配
だ
か
ら
フ
ァ
シ
ズ
ム
だ
」
で
は
な
く
、「
暴
力
だ
け
で
は
フ
ラ
ン
コ
体
制
の
支
配
の
安
定
性
は
説
明
が
つ
か
な
い
」

つ
ま
り
「
フ
ラ
ン
コ
体
制
の
安
定
性
の
鍵
は
大
衆
の
同
意
に
あ
る
」
と
い
う
見
方
が
あ
る
か
ら
だ
と
い
う

（
３５
）

。
カ
ソ
ル
ラ
は
、
リ
チ
ャ
ー

ズ
や
プ
レ
ス
ト
ン
の
『
フ
ラ
ン
コ

（
３６
）

』
に
代
表
さ
れ
る
イ
ギ
リ
ス
の
フ
ラ
ン
コ
体
制
研
究
が
弾
圧
・
暴
力
に
だ
け
注
目
し
、
体
制
へ
の
協

力
者
の
存
在
を
無
視
し
て
い
る
と
批
判
す
る
。
こ
こ
で
カ
ソ
ル
ラ
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
議
論
は
、
カ
ソ
ル
ラ
の
当
該
論
文
の
後
に
出

版
さ
れ
た
モ
リ
ネ
ー
ロ
の
『
大
衆
の
取
り
込
み
』
や
セ
ナ
ー
ロ
の
『
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
の
微
笑
み

（
３７
）

』
を
見
れ
ば
よ
く
わ
か
る
。
彼
女
ら
は
、

デ
・
グ
ラ
ツ
ィ
ア
の
イ
タ
リ
ア
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
研
究
を
手
本
と
し
て
、
強
権
的
で
は
な
い
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
支
配
方
法
を
分
析
し
て
い

る
。
セ
ナ
ー
ロ
は
、
内
戦
期
の
福
利
厚
生
組
織
「
社
会
補
助A

uxilio
Social

」
が
対
外
的
・
対
内
的
な
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
道
具
で
あ
っ

た
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
頼
っ
て
生
存
を
図
っ
た
人
々
を
描
い
て
い
る
。
ま
た
、
モ
リ
ネ
ー
ロ
は
、
通
常
社
会
政
策
の
主
体

と
は
見
ら
れ
て
い
な
い
労
働
省
や
、
垂
直
組
合
下
部
組
織
の
「
組
合
事
業O

bra
Sindical

」、
婦
人
部
に
つ
い
て
そ
の
活
動
を
検
討

し
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
役
割
や
合
意
形
成
の
限
界
を
強
調
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
が
統
合
に
一
定
の
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
強
権
・
暴
力
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
恐
怖
と
、
体
制
か
ら
与
え
ら
れ
る
一
定
の
利
益
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
同
意
の
混
在
が

フ
ァ
シ
ズ
ム
と
し
て
の
性
格
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ス
ペ
イ
ン
の
現
代
史
学
会
の
二
〇
一
〇
年
研
究
大
会
で
も
、
フ
ラ
ン
コ
体

フ
ァ
シ
ズ
ム
と
権
威
主
義
体
制

（
都
法
五
十
二
―

二
）

二
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制
の
社
会
的
支
持
に
関
す
る
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
開
催
さ
れ
て
い
る

（
３８
）

。

こ
の
よ
う
な
下
か
ら
の
同
意
の
存
在
あ
る
い
は
調
達
に
関
心
が
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
暴
力
的
支
配
に
関
し
て
も
、
単
に
支
配

す
る
政
治
権
力
と
支
配
さ
れ
る
人
民
と
い
っ
た
二
項
対
立
の
関
係
で
は
な
く
、
支
配
さ
れ
る
人
々
が
自
発
的
に
そ
の
暴
力
を
利
用
し
た

り
、
協
力
す
る
事
例
へ
の
関
心
が
生
ま
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
民
戦
線
側
の
活
動
家
や
シ
ン
パ
の
告
発
が
自
発
的
に
行
わ
れ
、
そ
れ
が

人
々
の
中
に
恐
怖
を
生
む
と
と
も
に
、
社
会
的
支
持
を
確
保
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
告
発
あ
る
い
は
密
告
は
全

体
主
義
体
制
の
支
配
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
一
つ
を
形
成
し
た
。
ナ
チ
ズ
ム
や
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
の
下
で
は
、
ジ
ェ
ラ
テ
リ
ー
の
ゲ
シ
ュ
タ

ポ
研
究
や
ナ
チ
ス
時
代
の
刑
事
裁
判
研
究
、
フ
ァ
イ
ジ
ス
の
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
の
研
究
『
囁
く
人
々
』
な
ど
が
示
す
よ
う
に
、
人
々
は

う
っ
か
り
発
し
た
言
葉
や
行
動
、
社
会
的
地
位
の
た
め
、
い
つ
何
時
逮
捕
さ
れ
て
裁
判
に
か
け
ら
れ
、
収
容
所
に
送
ら
れ
た
り
、
処
刑

さ
れ
る
恐
怖
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
体
制
の
価
値
観
を
受
け
入
れ
、
そ
う
い
っ
た
恣
意
的
な
逮
捕
・
処
刑
を
当
然
視

し
、
協
力
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
ス
ペ
イ
ン
語
に
訳
さ
れ
、
ス
ペ
イ
ン
で
も
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い

る
（
３９
）

。
た
と
え
ば
先
に
触
れ
た
現
代
史
学
会
で
は
ア
ン
ダ
ル
シ
ア
に
お
け
る
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
の
ス
パ
イ
組
織
が
紹
介
さ
れ
、
ジ
ェ
ラ
テ
リ
ー

の
指
摘
し
た
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
と
比
較
さ
れ
て
い
た

（
４０
）

。
フ
ラ
ン
コ
体
制
の
刑
事
罰
を
扱
っ
た
別
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
コ
ー
デ
ィ
タ
ー
を
務
め

た
イ
ス
マ
エ
ル
・
サ
ス
が
ジ
ェ
ラ
テ
リ
ー
の
主
張
に
触
れ
て
い
た
。
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
、
軍
事
裁
判
へ
の
協
力
は
職
の
確
保
な
ど
経
済

的
な
誘
因
も
強
か
っ
た
た
め
、
草
の
根
層
が
内
戦
後
の
共
和
派
に
対
す
る
軍
事
裁
判
に
、
共
和
派
の
逮
捕
、
告
発
、
証
言
、
処
刑
補
助

な
ど
で
加
わ
っ
た
。
草
の
根
層
が
軍
事
裁
判
を
よ
り
正
当
な
も
の
と
感
じ
る
よ
う
な
り
フ
ラ
ン
コ
体
制
を
よ
り
強
く
支
持
す
る
よ
う
に

な
る
と
と
も
に
、
処
罰
・
処
刑
を
さ
れ
た
も
の
に
対
す
る
倫
理
的
な
嫌
悪
感
を
強
め
た
と
指
摘
す
る

（
４１
）

。
こ
う
い
う
経
済
的
誘
因
が
虚
偽

の
告
発
を
生
む
こ
と
は
ジ
ェ
ラ
テ
リ
ー
や
フ
ァ
イ
ジ
ス
の
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
フ
ァ
シ
ズ
ム
論
の
展
開
を
吸
収
す
る
こ
と

は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
角
度
か
ら
の
フ
ラ
ン
コ
体
制
研
究
に
新
た
な
可
能
性
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
二



第
四
節

方
法
論
的
な
示
唆

本
章
の
最
後
に
、
今
後
の
分
析
の
手
法
に
つ
い
て
、
示
唆
す
る
も
の
を
取
り
上
げ
よ
う
。
前
掲
の
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
、
ジ
ェ
ラ
テ
リ
ー

の
指
摘
す
る
ド
イ
ツ
の
事
例
と
比
較
し
て
、
ド
イ
ツ
で
は
そ
う
い
っ
た
告
発
が
政
治
犯
と
し
て
ナ
チ
ス
の
独
特
の
裁
判
所
や
法
律
で
裁

か
れ
た
が
、
ス
ペ
イ
ン
で
は
政
治
色
の
強
い
告
発
で
も
通
常
の
裁
判
所
で
刑
法
に
基
づ
い
て
裁
か
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ア
ン

ダ
ー
ソ
ン
は
、
政
治
的
動
機
に
よ
る
告
発
が
通
常
裁
判
所
の
管
轄
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
で
は
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
よ

り
も
法
体
系
が
政
治
に
従
属
す
る
度
合
い
が
高
か
っ
た
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
政
治
的
動
機
で
の
告
発
も
、
裁
判
の
基
準
が
法
的
な

問
題
に
限
定
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
と
逆
の
評
価
を
下
す
べ
き
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
で
は

通
常
法
の
領
域
が
尊
重
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

フ
レ
ン
ケ
ル
の
『
二
重
国
家
』
論
が
示
す
よ
う
に
、
全
体
主
義
国
家
に
お
い
て
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
論
理
に
基
づ
い
た
法
体
系
（
大

権
国
家
）
が
通
常
の
法
治
国
家
に
別
に
登
場
す
る
。
ス
ペ
イ
ン
で
も
、
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
影
響
を
受
け
て
、
そ
れ
ま
で
の
自
由

主
義
的
な
法
治
国
家
を
批
判
し
、
カ
ウ
デ
ィ
ー
ジ
ョ
（
ス
ペ
イ
ン
版
の
総
統
）
が
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
た
立
法
を
行
な
う
社
会
的

法
治
国
家
の
主
張
が
登
場
し
た

（
４２
）

。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
い
っ
た
論
者
も
、
す
ぐ
に
、
カ
ウ
デ
ィ
ー
ジ
ョ
の
立
法
権
は
例
外
で
あ
っ
て
、
通

常
は
国
会
に
基
づ
く
べ
き
だ
と
主
張
す
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
社
会
的
法
治
国
家
は
例
外
と
な
り
、
自
由
主
義
的
法
治
国
家
が
原

則
に
な
る
の
で
あ
る

（
４３
）

。
し
か
も
、
一
九
世
紀
以
来
の
司
法
権
組
織
法
〔
一
八
七
〇
年
〕
に
基
づ
い
た
法
曹
の
身
分
保
障
が
再
確
認
さ
れ
、

人
事
の
面
か
ら
も
通
常
法
の
原
則
が
固
定
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ス
ペ
イ
ン
で
は
治
安
立
法
も
、
既
存
の
刑
法
の
全
面
的
改
正
に
よ
っ

て
実
現
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
政
治
責
任
法
、
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
と
共
産
主
義
防
止
法
と
い
っ
た
特
別
法
の
形
成
と
軍
法
会
議
や
治
安

フ
ァ
シ
ズ
ム
と
権
威
主
義
体
制

（
都
法
五
十
二
―

二
）

二
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裁
判
所
な
ど
の
特
別
裁
判
所
の
設
置
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た

（
４４
）

。
い
わ
ば
治
安
部
門
は
横
出
し
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
通
常
法
と
特
別

法
の
い
ず
れ
が
管
轄
す
る
か
に
よ
っ
て
体
制
の
抑
圧
度
が
変
化
す
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
主
張
は
論
理
が
逆

転
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

フ
ラ
ン
コ
派
が
ナ
チ
ス
よ
り
も
弾
圧
的
か
否
か
は
別
と
し
て
、
そ
の
強
権
的
な
法
制
度
は
自
由
主
義
法
制
度
へ
の
付
加
部
分
で
あ
っ

た
と
い
え
る
。
実
際
に
弾
圧
が
司
法
の
場
で
行
わ
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
応
じ
た
法
曹
の
人
事
が
行
わ
れ
て
い
る
に

し
て
も
、
形
式
的
に
は
一
九
世
紀
以
来
の
法
秩
序
が
復
活
す
る

（
４５
）

。
別
言
す
れ
ば
、
法
曹
や
一
部
官
僚
な
ど
の
よ
う
に
、
体
制
形
成
期
に

既
存
の
法
体
系
や
制
度
を
維
持
す
る
こ
と
に
も
っ
と
も
関
心
が
あ
る
勢
力
が
存
在
し
て
い
た
と
い
え
る
。
具
体
的
な
法
の
執
行
よ
り
も

制
度
を
重
視
す
る
勢
力
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
実
質
的
に
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
的
・
強
権
的
な
政
策
が
行
わ
れ
て
も
、
法
形
式
は
合
理
性
を

維
持
し
続
け
る
、
と
い
っ
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
分
析
す
る
焦
点
は
、
フ
ァ
シ
ス
ト
と
い
う
独
自
の
世
界
観
を
持
ち
、
他
者
に
対
し
て
非

常
に
攻
撃
的
な
政
治
集
団
そ
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
大
衆
の
体
制
へ
の
取
り
込
み
の
手
法
に
あ
て
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
カ
リ
ス
は
、

「
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
商
品
化com

m
odification

〔
道
具
化
〕」
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
戦
間
期
の
保
守
的
権
威
主
義
体
制
の
統

治
者
に
と
っ
て
、
強
力
な
支
配
を
実
現
し
た
イ
タ
リ
ア
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
が
羨
望
の
対
象
と
な
り
、
彼
ら
は
正
統
性
の
供
給
源
と
し

て
イ
タ
リ
ア
を
模
倣
し
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
ス
タ
イ
ル
（
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
、
大
衆
集
会
、
シ
ン
ボ
ル
、
軍
事
化
、
リ
ー
ダ
ー
崇
拝
な
ど
）

を
輸
入
し
た
。
そ
の
際
元
々
の
支
配
層
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
ど
の
よ
う
に
取
り
入
れ
た
の
か
に
は
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
生
じ
る
。
カ
リ
ス

は
、
保
守
的
支
配
者
が
ス
タ
イ
ル
を
導
入
し
た
だ
け
で
、
権
力
を
維
持
し
つ
つ
け
る
な
ら
ば
、
疑
似
フ
ァ
シ
ズ
ム
で
あ
る
と
す
る
。
ま

た
、
支
配
層
と
大
衆
と
の
間
に
均
衡
が
生
じ
、
そ
の
支
配
の
た
め
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
導
入
を
図
る
と
す
れ
ば
一
種
の
ボ
ナ
パ
ル
テ
ィ
ズ

ム
が
形
成
さ
れ
る
と
す
る
。
カ
リ
ス
は
、
こ
う
い
っ
た
一
連
の
現
象
を
フ
ァ
シ
ズ
ム
化fascistization

と
し
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
体
制

二
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の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
国
内
の
体
制
確
立
、
公
共
政
策
、
対
外
的
野
心
に
ど
の
程
度
ど
の
よ
う
に
影
響
を
与
え
て
い
る
か
で
フ
ァ
シ
ズ
ム

の
体
制
の
分
類
が
で
き
る
と
す
る

（
４６
）

。
カ
リ
ス
の
議
論
に
従
え
ば
、
伝
統
的
な
保
守
政
治
が
強
固
で
あ
っ
て
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
彼
ら
の
統

治
維
持
の
た
め
に
便
利
グ
ッ
ズ
と
な
る
の
が
戦
間
期
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
権
威
主
義
体
制
と
な
る
。
確
か
に
ス
ペ
イ
ン
の
場
合
、
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
論
理
の
整
理
が
な
さ
れ
ず
、
実
質
と
法
形
式
の
乖
離
を
放
置
す
る
権
威
主
義
体
制
に
投
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
最

後
に
、
ス
ペ
イ
ン
の
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
の
影
響
を
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
国
内
の
体
制
確
立
に
つ
い
て
指
摘
を
し
て
お
こ
う
。

第
三
章

フ
ラ
ン
コ
体
制
で
の
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
の
刻
印

第
一
節

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

フ
ァ
ラ
ン
ヘ
の
創
設
者
ホ
セ
・
ア
ン
ト
ニ
オ
は
、
イ
タ
リ
ア
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
影
響
を
受
け
た
思
想
を
展
開
し
て
い
た

（
４７
）

。
彼
は
社
会

主
義
・
共
産
主
義
を
否
定
す
る
だ
け
で
な
く
、
自
由
主
義
も
人
間
性
を
損
な
う
も
の
と
し
て
否
定
す
る
。
彼
の
も
っ
と
も
特
徴
的
な
主

張
は
、「
資
本
主
義
」
と
い
う
経
済
シ
ス
テ
ム
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
資
本
主
義
」
は
産
業
を
興
す
際
に
は
必
要
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
は
中
小
企
業
を
飲
み
込
み
、
労
働
者
を
収
奪
す
る
。「
資
本
主
義
」
は
、
私
有
財
産
を
解
体
し
、
家
族
を
解
体
し
、
社
会
秩
序
を

解
体
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ホ
セ
・
ア
ン
ト
ニ
オ
は
、「
資
本
主
義
」
を
大
企
業
と
同
一
視
し
、
中
小
企
業
や
労
働
者
で
構
成

さ
れ
る
経
済
秩
序
に
対
置
す
る
。
そ
れ
で
も
彼
は
大
企
業
反
対
で
は
な
く
、「
資
本
主
義
反
対
」
を
唱
え
、
伝
統
へ
の
回
帰
で
は
な
く

未
来
へ
の
進
歩
を
求
め
、
社
会
主
義
で
も
資
本
主
義
で
も
な
い
「
第
三
の
道
」
を
模
索
し
た
。
そ
の
第
三
の
道
は
、
経
営
者
と
労
働
者

と
技
術
者
の
三
者
が
加
わ
る
「
組
合sindicato

」
が
主
要
な
構
成
要
素
と
な
り
、「
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ビ
ズ
ム
」
で
あ
っ
た
。
ホ
セ
・
ア

フ
ァ
シ
ズ
ム
と
権
威
主
義
体
制

（
都
法
五
十
二
―

二
）
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ン
ト
ニ
オ
は
、
自
ら
と
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
を
右
で
も
な
け
れ
ば
左
で
も
な
い
と
し
、
既
存
の
政
党
の
い
ず
れ
を
も
否
定
す
る
。
こ
の
よ
う
な

既
存
の
政
治
経
済
体
制
と
政
治
対
立
の
否
定
が
ホ
セ
・
ア
ン
ト
ニ
オ
の
「
革
命
」
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
ホ
セ
・
ア
ン
ト
ニ
オ
の
思
想
に
は
、
社
会
主
義
の
影
響
が
顕
著
で
あ
る
。
こ
の
組
合
重
視
の
思
想
は
、
フ
ァ
ラ
ン
ヘ

が
一
九
三
四
年
に
Ｊ
Ｏ
Ｎ
Ｓ
と
合
併
し
て
初
め
て
登
場
す
る
と
さ
れ
て
い
る

（
４８
）

が
、
社
会
主
義
の
影
響
が
Ｊ
Ｏ
Ｎ
Ｓ
経
由
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、
ホ
セ
・
ア
ン
ト
ニ
オ
の
理
念
の
中
核
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
過
去
に
モ
デ
ル
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
未
来
思
考
で
新
た
な
体
制

を
構
想
し
て
い
た
。
こ
う
い
っ
た
未
来
志
向
と
社
会
主
義
の
影
響
が
、
社
会
主
義
に
対
す
る
攻
撃
と
結
び
つ
い
て
存
在
し
て
い
る
と
こ

ろ
に
ホ
セ
・
ア
ン
ト
ニ
オ
と
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
の
思
想
の
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
ス
ペ
イ
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
の
特
徴
は
、

グ
レ
ゴ
ー
ル
が
イ
タ
リ
ア
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
の
そ
れ
と
し
て
指
摘
し
た
も
の
と
類
似
し
て
お
り
、
そ

の
影
響
の
強
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。
グ
レ
ゴ
ー
ル
が
提
唱
し
た
言
葉
を
用
い
れ
ば
、
ホ
セ
・
ア
ン
ト
ニ
オ
と
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
の
思
想
は

「
開
発
独
裁

D
evelopm

ental
D

ictatorship
」
と
い
え
よ
う
。

フ
ラ
ン
コ
体
制
研
究
に
お
い
て
、
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
位
置
づ
け
は
、
著
名
な
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
思
想
家
の
存
在
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
低
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
権
威
主
義
体
制
に
お
い
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
弱
体
化
し
て
い
る
と
い
う
リ
ン
ス
の
主
張
に
対
抗
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
リ
ン
ス
が
フ
ラ
ン
コ
体
制
で
は
雑
多
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
併
存
し
、
ど
れ
も
優
位
に
な
っ
て
い
な

か
っ
た
の
で
体
制
を
統
合
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
な
い
と
い
っ
た
の
に
対
し
て
、
歴
史
研
究
の
多
く
は
、
保
守
・
右
翼
の
共
通
項
で

あ
っ
た
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
政
治
的
統
合
を
支
え
、
政
策
の
方
向
性
を
定
め
て
い
た
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ボ
ッ

テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
一
九
世
紀
の
末
の
メ
ネ
ン
デ
ス＝

ペ
ラ
ー
ヨ

（
４９
）

が
ク
ラ
ウ
ス
主
義
・
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
に
基
づ
く
自
由
主
義
を
否
定
し
、

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
対
決
す
る
ス
ペ
イ
ン
の
伝
統
的
カ
ト
リ
ッ
ク
を
称
揚
し
て
以
来
、
そ
の
思
想
で
あ
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
カ
ト
リ
シ
ズ
ム

が
自
由
主
義
に
対
決
す
る
右
翼
思
想
の
中
核
と
な
っ
た
。
ナ
シ
ョ
ナ
ル
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
は
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
を
、
カ
ト
リ
ッ
ク
国
家
の

二
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建
設
と
同
一
視
し
て
全
面
的
に
支
持
を
し
た
。
さ
ら
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
は
、
真
珠
湾
攻
撃
を
し
た
日
本
を
「
東
洋
の
ス

ペ
イ
ン
」
と
な
ぞ
ら
え
る
な
ど
、
そ
の
対
外
的
な
攻
撃
性
を
賛
美
し
て
い
る

（
５０
）

。
そ
の
反
自
由
主
義
、
反
民
主
主
義
、
宗
教
的
熱
情
、
常

に
過
去
に
範
を
求
め
る
伝
統
主
義
、
攻
撃
的
な
対
外
観
な
ど
は
、
そ
の
攻
撃
性
で
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
匹
敵
す
る
と
い
っ
て
良
い
。

と
こ
ろ
が
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
は
、
こ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
対
抗
関
係
に
あ
っ
た
。
ナ
シ
ョ
ナ
ル
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
が
過
去
に
モ

デ
ル
を
求
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
独
自
の
ス
ペ
イ
ン
を
求
め
た
の
に
対
し
、
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
は
未
来
志
向
で
あ
り
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
一
員
と
し
て
の
ス
ペ
イ
ン
を
求
め
た
。
つ
ま
り
、
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
重
視
す
れ
ば
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
カ
ト
リ
シ

ズ
ム
が
体
制
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
な
っ
た
と
は
言
い
が
た
く
な
る
の
で
あ
る
。

フ
ァ
ラ
ン
ヘ
は
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
の
も
と
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
色
を
強
め
、
他
の
保
守
勢
力
と
の
協
調
を
重
視
し
た
と
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
が
、
繰
り
返
し
ホ
セ
・
ア
ン
ト
ニ
オ
の
思
想
が
呼
び
起
こ
さ
れ
、
他
の
勢
力
を
批
判
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
五
三
年
、
フ
ァ

ラ
ン
ヘ
の
党
大
会
に
お
い
て
ま
と
め
ら
れ
た
運
動
方
針
を
見
る
と
、
資
本
主
義
で
も
な
け
れ
ば
社
会
主
義
で
も
な
い
第
三
の
道
を
突
き

進
む
こ
と
が
う
た
わ
れ
、
同
年
に
ヒ
ロ
ン＝

デ＝
ベ
ラ
ス
コ
が
フ
ラ
ン
コ
に
宛
て
た
私
信
は
王
党
派
な
ど
の
「
保
守
派
」
を
時
代
遅
れ

と
し
て
非
難
す
る
も
の
で
あ
っ
た

（
５１
）

。
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
が
ナ
シ
ョ
ナ
ル
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
行
っ
た
攻
撃
で
も
っ
と
も
有
名
な
も
の
は
、
一
九

六
七
年
オ
ル
テ
ィ＝

ボ
ル
ダ
ス
が
行
っ
た
『
ス
ペ
イ
ン
の
新
し
い
右
翼
』
と
い
う
講
演
で
あ
ろ
う
。
オ
ル
テ
ィ＝

ボ
ル
ダ
ス
は
、
こ
の

講
演
で
、
メ
ネ
ン
デ
ス＝

ペ
ラ
ー
ヨ
か
ら
カ
ル
ボ＝

セ
レ
ー
ル

（
５２
）

に
至
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
系
譜
を
ま
と
め
、
時
代
に
逆
行

し
、
ス
ペ
イ
ン
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
復
帰
す
る
可
能
性
を
閉
ざ
す
も
の
で
あ
る
と
非
難
し
た
の
で
あ
る

（
５３
）

。

こ
の
よ
う
に
、
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
は
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
の
他
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
排
除
す
る
ほ
ど
の
優
位
で
は
な
く
多
数
の
中
の
一
つ
に

な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
活
発
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
教
化
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
影
響
力
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
。
そ
の
こ
と
は
、
体
制
の
確
立
に
お
い
て
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
の
果
た
し
た
役
割
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
も
い
え
よ
う
。

フ
ァ
シ
ズ
ム
と
権
威
主
義
体
制

（
都
法
五
十
二
―

二
）

二
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第
二
節

体
制
の
確
立
へ
の
寄
与

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
一
九
五
七
年
の
内
閣
改
造
は
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
の
転
換
点
と
さ
れ
て
き
た
。
モ
ビ
ミ
エ
ン
ト
事
務
局
長
大
臣

ア
レ
ー
セ
を
事
実
上
更
迭
し
た
こ
と
に
よ
り
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
を
排
除
し
、
オ
プ
ス
・
デ
イ
が
フ
ラ
ン
コ
体
制
の
中
心
と
し
て
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー

を
握
っ
た
と
い
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
退
場
論
に
対
し
て
、
最
近
ニ
コ
ラ
ス
・
セ
ス
マ
と
い
う
気
鋭
の
研

究
者
が
鋭
い
批
判
を
行
っ
て
い
る
。
以
下
、
基
本
的
に
セ
ス
マ
の
主
張
を
な
ぞ
っ
て
、「
自
由
化
」
時
代
の
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
が
体
制
の
確

立
に
貢
献
し
た
こ
と
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。

一
九
五
七
年
の
内
閣
改
造
に
つ
い
て
の
通
説
に
セ
ス
マ
が
加
え
た
批
判
は
、
基
本
的
に
次
の
三
点
で
あ
る
。
第
一
は
、
ア
レ
ー
セ
の

後
任
の
ソ
リ
ス＝

ル
イ
ス
の
役
割
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
ソ
リ
ス＝

ル
イ
ス
は
、
ア
レ
ー
セ
と
は
異
な
る
戦
略
を
と

り
、
垂
直
組
合
と
労
働
者
の
関
係
を
強
め
、
そ
の
代
表
性
を
高
め
る
戦
略
を
採
用
し
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
垂
直
組
合
と
そ
れ
を
所
管
す

る
モ
ビ
ミ
エ
ン
ト
事
務
局
大
臣
の
政
治
的
発
言
権
を
強
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ソ
リ
ス＝

ル
イ
ス
は
、
す
で
に
一
九
五
六
年
労
働

組
合
協
定
法
の
法
案
作
成
に
政
治
研
究
所
と
協
力
し
て
影
響
を
与
え
て
い
た
。

第
二
に
、
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
の
研
究
機
関
で
あ
り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
機
関
で
あ
る
政
治
研
究
所
（Instituto

de
E

studios
P

olíticos

）

の
役
割
が
見
過
ご
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
政
治
研
究
所
は
、
体
制
に
と
っ
て
基
本
的
な
政
策
や
法
律
の
原
案
作
成
の
た
め
に
諮
問

を
受
け
て
、
報
告
を
行
う
立
場
に
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
政
治
研
究
所
は
、
そ
の
後
の
体
制
の
確
立
に
大
き
な
影
響
を
持
ち
得
た
。
特
に
、

所
長
で
あ
っ
た
エ
ミ
リ
オ
・
ラ
モ＝

デ＝

エ
ス
ピ
ノ
ー
サ

（
５４
）

は
、
一
九
五
六
年
に
ア
レ
ー
セ
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
て
か
ら
一
九
六
一
年
ま

で
そ
の
職
に
あ
っ
た
。

二
八



第
三
に
、
政
治
研
究
所
は
、
政
治
学
研
究
雑
誌
（R

evista
de

estudios
políticos

）、
行
政
雑
誌
（R

evista
de

A
dm

inistración

P
ública

）
と
い
う
学
術
雑
誌
を
編
集
・
発
行
し
、
一
九
四
二
年
か
ら
行
政
コ
ー
ス
を
設
置
し
、
そ
の
後
資
金
難
か
ら
コ
ー
ス
を
終
了

し
た
後
も
、
行
政
研
究
部
門
を
持
っ
て
い
た
。
実
際
、
一
九
五
三
年
の
行
政
過
程
法
、
一
九
五
四
年
の
収
用
法
、
一
九
五
六
年
の
行
政

訴
訟
裁
判
所
法
の
策
定
に
関
わ
っ
て
い
た
。
そ
れ
故
、
行
政
機
構
の
改
革
論
に
お
い
て
、
政
府
の
中
核
を
担
っ
た
ロ
ペ
ス＝

ロ
ド

（
５５
）

に
対

抗
し
う
る
知
的
蓄
積
と
実
績
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
通
説
は
、
こ
の
点
も
見
逃
し
て
い
る
。

実
際
、
政
治
研
究
所
は
、
一
九
五
七
年
の
司
法
制
度
法
（L

ey
de

R
égim

en
Jurídico

）
お
よ
び
一
九
五
八
年
の
行
政
過
程
法
改
正

に
際
し
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
、
提
言
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
ロ
ペ
ス＝

ロ
ド
は
、
政
治
研
究
所
に
関
係
な
く
法
を
作
成
す
る

と
い
う
態
度
を
と
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
行
政
過
程
法
に
お
い
て
垂
直
組
合
組
織
が
行
政
部
門
の
一
部
と
見
な
さ
れ
る
か
ど
う
か
の
問
題

で
は
、
モ
ビ
ミ
エ
ン
ト
側
の
主
張
で
あ
る
適
用
除
外
が
認
め
ら
れ
た

（
５６
）

。
一
九
五
七
年
の
内
閣
改
造
は
、
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
に
と
っ
て
大
き
な

痛
手
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
モ
ビ
ミ
エ
ン
ト
事
務
局
長
大
臣
の
政
治
力
や
、
政
治
研
究
所
と
い
っ
た
知
的
集
団
に
よ
っ
て
、
体

制
の
法
制
度
整
備
に
影
響
力
を
確
保
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
も
っ
と
重
要
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
六
四
年
の
法
治
国
家
論
で

あ
っ
た
。

法
治
国
家
が
体
制
に
と
っ
て
重
大
な
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
六
二
年
国
際
法
律
家
協
会
が
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
『
ス
ペ
イ
ン
に
お
け

る
法
の
支
配
』
と
い
う
報
告
書

（
５７
）

を
発
表
し
、
ス
ペ
イ
ン
で
は
法
の
支
配
が
達
成
さ
れ
て
い
な
い
と
告
発
し
た
た
め
で
あ
る
。
政
府
は
、

政
治
研
究
所
に
対
応
を
も
と
め
『
ス
ペ
イ
ン
、
法
治
国
家
』
と
い
う
反
論
書

（
５８
）

を
出
版
さ
せ
た

（
５９
）

。

『
ス
ペ
イ
ン
、
法
治
国
家
』
に
つ
い
て
、
本
論
に
関
係
す
る
部
分
の
み
を
簡
単
に
見
て
み
よ
う
。
内
容
は
、
前
三
分
の
一
の
フ
ラ
ン

コ
体
制
の
成
立
の
正
当
化
（
出
発
点
の
正
統
性legitim

idad
de

orígen

）
と
残
り
の
現
在
の
法
運
用
の
合
理
性
（
運
用
の
正
統
性le-

gitim
idad

de
ejercicio

）
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

フ
ァ
シ
ズ
ム
と
権
威
主
義
体
制

（
都
法
五
十
二
―

二
）

二
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前
者
は
、
一
九
三
九
年
に
発
表
さ
れ
た
『
一
九
三
六
年
七
月
一
八
日
の
権
力
の
非
正
統
性
に
つ
い
て
の
委
員
会
（
ペ
ニ
ョ
ン
委
員

会
）
報
告
』
の
簡
約
版
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
人
民
戦
線
政
府
は
正
統
性
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
国
民
戦
線
の
蜂
起
は
国
民
の
自
衛
権

の
発
動
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
出
発
点
の
正
統
性
」
は
、
敵
が
不
法
で
あ
る
と
論
じ
て
い
て
も
、
国
民
戦

線
の
蜂
起
自
体
の
正
統
性
の
根
拠
を
提
示
し
て
い
な
い
。
し
か
も
、
第
二
共
和
制
が
正
統
性
を
持
っ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
ど
こ
ま
で
さ

か
の
ぼ
れ
ば
正
統
で
あ
る
の
か
と
い
う
重
要
な
論
点
に
関
し
て
い
ず
れ
の
文
章
も
明
確
で
な
い
。
つ
ま
り
、
一
九
三
六
年
の
人
民
戦
線

選
挙
の
票
の
集
計
が
不
正
で
あ
る
と
い
う
主
張
や
一
九
三
四
年
の
ア
ス
ト
ゥ
リ
ア
ス
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
蜂
起
が
人
民
戦
線
の
淵
源
で

あ
る
と
い
う
主
張
は
、
第
二
共
和
制
自
体
が
正
統
な
の
で
フ
ラ
ン
コ
は
そ
こ
へ
復
帰
し
よ
う
と
し
た
と
論
じ
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、

王
政
が
崩
壊
し
た
一
九
三
一
年
春
の
地
方
選
挙
が
違
法
で
あ
っ
た
と
い
う
主
張
は
そ
れ
ま
で
の
一
八
七
六
年
憲
法
体
制
が
合
法
で
あ
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
両
文
書
と
も
、
一
九
世
紀
以
来
の
議
会
制
自
体
が
不
法
で
あ
っ
た
と
い
う
主
張
を
含
ん
で
い
る
。
こ
う

し
た
不
明
確
さ
は
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
が
過
去
の
議
会
制
・
自
由
主
義
体
制
に
対
し
て
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
態
度
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が

反
映
さ
れ
て
い
る
。

現
体
制
が
法
律
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
「
運
用
の
正
統
性
」
は
、『
ペ
ニ
ョ
ン
委
員
会
報
告
』
に
な
い
新
し
い
部
分
で

あ
る
が
、
そ
の
根
拠
が
キ
メ
ラ
状
に
な
っ
て
い
る
。
法
治
国
家
と
し
て
の
正
当
化
が
困
難
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
論
点
は
次
の
三
点
で

あ
る
。
漓
カ
ウ
デ
ィ
ー
ジ
ョ
（
フ
ラ
ン
コ
）
が
立
法
権
を
握
っ
て
お
り
、
国
会
に
は
諮
問
へ
の
答
申
権
し
か
な
い
こ
と
。
滷
国
会
議
員

の
自
由
選
挙
が
保
障
さ
れ
て
お
ら
ず
、
政
党
も
非
合
法
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
澆
違
憲
立
法
審
査
権
（contrafuero

）
が
司
法
部
門

で
は
な
く
、
モ
ビ
ミ
エ
ン
ト
の
全
国
委
員
会
に
帰
属
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
政
治
研
究
所
の
反
論
書
は
、
漓
行
政
権
が
事
実
上
副
首

相
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
、
行
政
権
は
法
の
下
に
あ
る
と
い
え
る
、
滷
有
機
的
代
表
と
し
て
国
会
議
員
は
立
法
権
を
有
し
て
い
る

が
、
今
後
選
挙
も
あ
り
得
る
、
澆
無
回
答
、
と
い
う
い
ず
れ
も
苦
し
い
弁
明
で
お
茶
を
濁
し
て
い
る
。

三
〇



も
っ
と
も
興
味
深
い
点
は
、「
運
用
の
正
統
性
」
に
関
し
て
、
自
由
主
義
的
法
治
国
家
論
が
一
部
復
権
し
、
一
八
七
〇
年
の
司
法
権

組
織
法
に
基
づ
い
た
法
曹
の
身
分
保
障
な
ど
、
事
実
上
一
九
三
九
年
以
前
の
法
制
度
の
回
復
が
フ
ラ
ン
コ
体
制
の
法
治
国
家
性
の
根
拠

に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
検
討
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
以
下
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
に
と
っ
て
、
政
治
研
究
所
、
モ
ビ
ミ
エ
ン
ト
全

国
委
員
会
な
ど
具
体
的
な
拠
点
と
な
る
機
関
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
排
除
さ
れ
な
い
限
り
、
体
制
か
ら
退
出
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
は
、
一
九
五
七
年
の
内
閣
改
造
後
も
、
軍
隊
と
並
ん
で
、
組
織
的
に
優
位
な
位
置
に
い
た
。

し
か
も
、
体
制
の
確
立
に
と
っ
て
、
自
由
主
義
体
制
以
来
の
政
治
研
究
所
に
お
け
る
知
的
作
業
の
蓄
積
が
必
要
と
な
り
、
大
き
な
役
割

を
果
た
し
た
。
諸
利
益
間
の
妥
協
を
形
成
す
る
こ
と
が
体
制
の
確
立
に
必
要
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
作
業
自
体
も
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
の
組
織
に

も
割
り
当
て
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
制
度
設
計
に
お
い
て
は
、
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
の
理
念
が
部
分
的
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
九
五
七
年

以
降
の
体
制
の
合
理
化
に
際
し
て
、
官
僚
的
合
理
性
が
貫
徹
し
な
い
の
も
そ
う
い
っ
た
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
な
ど
の
勢
力
が
存
在
し
て
い
た
か

ら
か
も
し
れ
な
い
。
体
制
が
民
主
化
へ
の
方
向
に
向
か
う
場
合
、
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
は
少
な
く
と
も
潜
在
的
に
強
力
な
反
対
勢
力
と
な
り
得

た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
同
時
に
、
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
が
否
定
し
た
自
由
主
義
体
制
か
ら
の
制
度
遺
産
を
生
か
す
こ
と
も
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、
キ
リ
ス

ト
教
伝
統
主
義
者
な
ど
の
他
の
政
治
勢
力
へ
の
配
慮
も
必
要
で
あ
っ
た
。
確
か
に
、
具
体
的
政
策
の
と
り
ま
と
め
が
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
以
外

の
勢
力
に
委
ね
ら
れ
た
場
合
、
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
が
要
求
を
投
入
す
る
正
式
の
ル
ー
ト
は
な
か
っ
た
。
個
々
の
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
の
指
導
者
が
ば

ら
ば
ら
に
行
動
し
、
組
織
と
し
て
の
行
動
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
に
は
不
満
が
た
ま
る
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
れ
で
も
具
体
的
な
政
策
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
か
と
言
え
ば
、
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
自
身
近
代
化
や
発
展
と
い
っ
た
価

値
観
を
有
し
て
い
た
た
め
、
経
済
の
成
長
は
も
ち
ろ
ん
、
制
度
整
備
に
つ
い
て
不
満
が
表
面
化
す
る
こ
と
は
殆
ど
な
か
っ
た
。

フ
ァ
シ
ズ
ム
と
権
威
主
義
体
制

（
都
法
五
十
二
―

二
）

三
一



成
果
と
今
後
の
課
題

権
威
主
義
体
制
論
は
、
政
治
学
の
概
念
の
中
で
も
っ
と
も
有
名
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
の
実
、
殆
ど
使
わ
れ
て
い
な
い
。
多

く
の
研
究
書
で
権
威
主
義
体
制
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
て
も
、
単
に
「
民
主
主
義
で
は
な
い
」、「
フ
ァ
シ
ズ
ム
で
は
な
い
」
と
い

わ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
リ
ン
ス
の
権
威
主
義
体
制
論
で
も
っ
と
も
重
要
な
指
摘
は
、
矛
盾
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
勢
力
が
整
理
さ

れ
ず
に
併
存
す
る
状
況
が
ず
る
ず
る
続
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
そ
う
い
っ
た
「
ぐ
ず
ぐ
ず
の
体
制
」
で
あ
る
権
威
主
義
体
制

に
お
け
る
「
便
利
グ
ッ
ズ
と
化
し
た
」
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
役
割
を
検
討
し
た
。
そ
し
て
、
権
威
主
義
体
制
が
「
脱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
」
す

る
際
に
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
勢
力
が
制
度
の
形
で
自
ら
の
影
響
力
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
影
響
を
残
す
こ
と
を
示
し
た
。
そ
の
結
果
は
、
官
僚

的
合
理
性
や
技
術
的
な
整
備
が
図
ら
れ
て
も
、
決
し
て
そ
の
ま
ま
で
は
民
主
化
し
な
い
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
こ
そ
が

リ
ン
ス
が
一
九
七
二
年
論
文
で
描
写
し
た
、
社
会
的
に
は
民
主
主
義
が
求
め
ら
れ
て
い
て
も
、
民
主
主
義
へ
の
道
筋
が
見
え
な
い
状
況

な
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
便
利
グ
ッ
ズ
と
化
し
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
勢
力
は
、
し
ば
し
ば
原
点
回
帰
を
図
る
で
あ
ろ
う
。
体
制
が
安
定
し
て

も
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
勢
力
は
、
体
制
内
の
頭
痛
の
種
に
な
り
か
ね
な
い
。
今
後
は
、
そ
う
い
っ
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
原
理
主
義
的
揺
れ
戻
し

と
、
体
制
初
期
の
制
度
へ
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
が
ど
の
よ
う
に
体
制
の
そ
の
後
の
展
開
に
関
与
す
る
か
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
１
）

野
上
和
裕
（
二
〇
〇
九
）「
権
威
主
義
体
制
と
ス
ペ
イ
ン
歴
史
研
究
―
フ
ラ
ン
コ
体
制
に
つ
い
て
―
」『
法
学
会
雑
誌
』
五
〇
巻
一
号
、
二
一

―
五
三
頁
。

三
二



（
２
）

リ
ン
ス
の
著
作
に
関
し
て
はC

hehabi,
H

.E
.

(2006)
U

na
bibliografía

de
Juan

J.
L

inz.
R

e
v
is

ta
d

e
E

s
tu

d
io

s
d

e
In

v
e
s
tig

a
c
io

n
e
s

S
o
c
io

ló
g
ic

a
s,

núm
.114,

págs.173−
210.

（
３
）

L
inz,

Juan
J.

(1970)
A

n
A

uthoritarian
R

egim
e

:
Spain.

In
M

a
s
s

P
o
litic

s
.

S
tu

d
ie

s
in

P
o
litic

a
l

S
o
c
io

lo
g
y

.
E

dited
by

A
llardt,

E
.

and
R

okkan,
S.

T
he

F
ree

P
ress,

N
ew

York,
pp

251−
283.

（
４
）

ホ
セ
・
ル
イ
ス
・
ア
レ
ー
セ＝

イ＝

マ
グ
ラ

José
L

uis
de

A
rrese

y
M

agra
(1905−

1986)

は
、
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
党
結
党
以
来
の
党
員
で
あ

り
、
一
九
四
一
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
モ
ビ
ミ
エ
ン
ト
の
事
務
局
長
大
臣
を
務
め
た
。
ア
レ
ー
セ
自
身
の
メ
モ
ワ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
す
で
に

第
一
線
か
ら
退
い
て
い
た
の
で
、
一
九
五
六
年
の
再
登
板
は
驚
き
の
人
事
で
あ
っ
た
。

（
５
）

モ
ビ
ミ
エ
ン
トM

ovim
iento

N
acional

国
民
運
動
と
は
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
の
単
一
政
党
で
あ
る
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
党F

alenge
E

spañol
T

radi-

cionalista
y

de
las

JO
N

S

と
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
の
理
念
に
基
づ
く
そ
の
傘
下
の
労
働
・
産
業
統
制
組
織
で
あ
る
垂
直
組
合Sindicatos

V
erti-

cales

、
お
よ
び
ホ
セ
・
ア
ン
ト
ニ
オ
の
妹
ピ
ラ
ー
ル
・
プ
リ
モ＝

デ＝

リ
ベ
ー
ラ
（
一
九
〇
七
～
一
九
九
一
）
が
指
揮
す
る
女
性
部
門Sección

F
em

enina

、
福
利
厚
生
組
織
「
社
会
補
助A

uxilio
Social

」
な
ど
の
諸
組
織
の
統
括
組
織
と
し
て
、
内
戦
中
の
一
九
三
八
年
に
設
立
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
モ
ビ
ミ
エ
ン
ト
と
い
う
名
称
が
使
わ
れ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
コ
の
国
民
戦
線
が
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
を
取
り
込
む
た
め
に
自
ら
の

行
動
を
国
民
運
動
と
称
し
た
た
め
で
あ
り
、
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
党
の
解
体
や
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
の
理
念
の
放
棄
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

（
６
）

L
inz,

Juan
J.

(1973)
T

he
F

uture
of

an
A

uthoritarian
Situation

or
the

Institutionalization
of

an
A

uthoritarian
R

egim
e

:
B

ra-

zil.
In

A
u

th
o
r
ita

r
ia

n
B

r
a

z
il

:
O

r
ig

in
s,

P
o
litic

s,
a

n
d

F
u

tu
r
e.

E
dited

by
Stepan,

A
.

Yale
U

niversity
P

ress,
N

ew
H

aven,
pp

232−
254.

（
７
）

L
inz

Juan
J.

(1972)
O

pposition
in

and
under

an
A

uthoritarian
R

egim
e

:
T

he
C

ase
of

Spain.
In

R
e
g
im

e
s

a
n

d
O

p
p

o
sitio

n
s.

E
dited

by
D

ahl
R

.
Yale

U
niversity

P
ress,

N
ew

H
aven,

pp
171−

259.

（
８
）

L
inz,

Juan
J.

(1975)
T

otalitarian
and

A
uthoritarian

R
egim

es.
In

H
a

n
d

b
o
o
k

o
f

P
o
litic

a
l

S
c
ie

n
c
e

.
V

ol.
III.

M
a

c
r
o
p

o
litic

s.

E
dited

by
G

reenstein
F

.
and

P
olsby

N
.

A
ddison−

W
esley,

R
eading,

M
A

.,
pp

175−
411.

（
９
）

L
inz,

Juan
J.

(1978)
T

h
e

B
r
e
a

k
d

o
w

n
o
f

D
e
m

o
c
r
a

tic
R

e
g
im

e
s

:
C

r
isis,

B
r
e
a

k
d

o
w

n
,

a
n

d
R

e
e
q
u

ilib
r
a

tio
n

.
T

he
John

H
opkins

U
niversity

P
ress,

B
altim

ore.
L

inz,
Juan.J.

(1978)
F

rom
G

reat
H

opes
to

C
ivil

W
ar

:
T

he
B

reakdow
n

of
D

em
ocracy

in

Spain.
In

T
h

e
B

r
e
a

k
d

o
w

n
o
f

D
e
m

o
c
r
a

tic
R

e
g
im

e
s

:
E

u
r
o
p

e.
E

dited
by

L
inz

J.J.
and

Stepan,
A

.
T

he
John

H
opkins

U
niver-

sity
P

ress.
pp

145−
215.

（
１０
）

L
inz,

Juan
J.

(1977)
U

n
sociólogo

ante
la

prim
era

elección
dem

ocrática.
In

L
a

C
o
r
o
n

a
y

la
n

u
e
v
a

so
c
ie

d
a

d
e
sp

a
ñ

o
la

a
n

te
u

n
a

ñ
o

h
istó

r
ic

o
.

V
olum

en
2

del
C

iclo
de

conferencias
pronunciadas

en
el

C
lub

Siglo
X

X
I

durante
el

curso
1976−

1977.

フ
ァ
シ
ズ
ム
と
権
威
主
義
体
制

（
都
法
五
十
二
―

二
）

三
三



E
dited

by
C

lub
Siglo

X
X

I
F

om
ento

E
ditorial,

M
adrid.

（
１１
）

L
inz,

Juan
J.

(1993)
Innovative

L
eadership

in
the

T
ransition

to
D

em
ocracy

and
a

N
ew

D
em

ocracy
:

T
he

C
ase

of
Spain.

In

In
n

o
v
a

tiv
e

L
e
a

d
e
r
s

in
In

te
r
n

a
tio

n
a

l
P

o
litic

s.
E

dited
by

Sheffer,
G

.
State

U
niversity

of
N

ew
York

P
ress,

A
lbany,

N
Y.,

pp

141−
186.

（
１２
）

L
inz,

Juan
J.

(1982)
Som

e
C

om
parative

T
houghts

on
the

T
ransition

to
D

em
ocracy

in
P

ortugal
and

Spain.
In

P
o
r
tu

g
a

l

sin
c
e

th
e

R
e
v
o
lu

tio
n

:
E

c
o
n

o
m

ic
a

n
d

P
o
litc

ia
l

P
e
r
sp

e
c
tiv

e
s.

E
dited

by
B

raga
de

M
acedo

J.
and

Serfaty
S.

W
estview

P
ress,

B
oulder,

C
olorado,

pp
25−

45.

（
１３
）

L
inz,

Juan
J.

and
Stepan,

A
lfred

(1996)
P

r
o
b
le

m
s

o
f

d
e
m

o
c
r
a

tic
tr

a
n

sitio
n

a
n

d
c
o
n

so
lid

a
tio

n
:

S
o
u

th
e
r
n

E
u

r
o
p

e
,

S
o
u

th
A

m
e
r
ic

a
,

a
n

d
p

o
st−

c
o
m

m
u

n
ist

E
u

r
o
p

e.
T

he
Johns

H
opkins

U
niversity

P
ress,

B
altim

ore.

（
１４
）

も
ち
ろ
ん
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
権
威
主
義
体
制
の
近
代
化
論
へ
の
位
置
づ
け
が
オ
ド
ン
ネ
ル
の
官
僚
的
権
威
主
義
体
制
論
の
テ
ー
マ
と
な
っ

た
の
で
、
他
の
研
究
者
の
課
題
と
し
て
意
味
を
持
っ
た
と
い
え
る
。

（
１５
）

権
威
主
義
体
制
と
民
主
化
を
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
代
表
的
研
究
と
し
て
は
、Soto

C
arm

ona,
Á

lvaro
(2005)

?A
ta

d
o

y
b
ie

n
a

ta
d

o
?

In
s
titu

c
io

n
a

liz
a

c
ió

n
y

c
r
is

is
d

e
l

fr
a

n
q
u

is
m

o
.

B
iblioteca

N
ueva,

M
adrid

;
P

alom
ares,

C
ristina

(2006)
T

h
e

Q
u

e
st

fo
r

S
u

r
-

v
iv

a
l

a
fte

r
F

r
a

n
c
o

:
M

o
d

e
r
a

te
F

r
a

n
c
o
is

m
a

n
d

th
e

S
lo

w
J
o
u

r
n

e
y

to
th

e
P

o
lls

,
1
9
6
4
−

1
9
7
7

.
Sussex

A
cadem

ic
P

ress,
B

righ-

ton
;

P
ortland

[O
r.].

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
権
威
主
義
体
制
の
下
で
非
政
治
的
な
社
会
的
な
結
合
が
拡
大
し
た
こ
と
が
民
主
化
の
前

提
と
な
っ
た
と
す
る
研
究
と
し
て
はR

adcliff
P

am
ela

B
.

(2011)
M

a
k
in

g
D

e
m

o
c
r
a

tic
C

itiz
e
n

s
in

S
p

a
in

:
C

iv
il

S
o
c
ie

ty
a

n
d

th
e

P
o
p

u
la

r
O

r
ig

in
s

o
f

th
e

T
r
a

n
sitio

n
,

1
9
6
0
−

7
8

.
P

algrave
M

acm
illan,

B
asingstoke.

が
あ
げ
ら
れ
る
。

（
１６
）

D
e

M
iguel,

A
m

ando
(1975)

S
o
c
io

lo
g
ía

d
e
l

fr
a

n
q
u

is
m

o
:

a
n

á
lis

is
id

e
o
ló

g
ic

o
d

e
lo

s
m

in
is

tr
o
s

d
e
l

r
é
g
im

e
n

.
E

ditorial

E
uros,

B
arcelona.

（
１７
）

T
usell,

Javier
(1989)

L
a

E
sp

a
ñ

a
d

e
F

r
a

n
c
o
.

E
l

p
o
d

e
r
,

la
o
p

o
sic

ió
n

y
la

p
o
lític

a
e
x

te
r
io

r
d

u
r
a

n
te

e
l

fr
a

n
q
u

ism
o

.
H

is-

toria
16,

M
adrid.

（
１８
）

こ
こ
で
は
、
主
と
し
てH

ungtington,
Sam

uel
P

.
(1968)

P
o
litic

a
l

O
r
d

e
r
s

in
C

h
a

n
g
in

g
S

o
c
ie

tie
s.

Yale
U

niversity
P

ress,
N

ew

H
aven.

に
依
拠
し
た
。
廣
瀬
に
よ
れ
ば
、『
軍
人
と
国
家
』
で
提
示
さ
れ
た
軍
の
専
門
職
化
の
議
論
は
、
第
二
次
大
戦
後
に
政
治
部
門
か
ら
縮
小

圧
力
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
軍
隊
を
米
ソ
冷
戦
に
対
応
し
た
安
全
保
障
の
専
門
家
と
し
て
位
置
づ
け
直
す
と
い
う
民
主
党
の
軍
事
戦
略
を
反
映
し

た
も
の
で
あ
り
、
軍
事
的
価
値
が
市
民
社
会
に
対
し
て
直
ち
に
脅
威
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
特
殊
事
情
を
前
提
と
し
て
お
り
、
分

析
の
対
象
を
拡
大
し
た
『
変
革
期
社
会
』
で
は
維
持
し
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
｛
廣
瀬
克
也
（
一
九
八
三
）「
軍
事
専
門
職
業
論
の
論
理
構
造
と

三
四



そ
の
限
界
―
ハ
ン
テ
ィ
ン
ト
ン
の
「
客
体
的
文
民
統
制
」
批
判
―
」『
思
想
』
七
〇
九
号
、
九
九
―
一
一
五
頁
。
廣
瀬
の
指
摘
が
示
唆
す
る
こ
と

は
、
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
の
議
論
を
「
制
度
化
」
を
中
心
に
組
み
替
え
て
、
よ
り
「
リ
ベ
ラ
ル
な
」
も
の
に
改
鋳
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、『
変
革
期

社
会
』
の
議
論
を
『
軍
人
と
国
家
』
に
逆
戻
り
さ
せ
る
だ
け
と
な
る
可
能
性
で
あ
る
。

（
１９
）

H
untington,

Sam
uel

P
.,

C
rozier,

M
ichel

and

綿
貫
譲
治

（
一
九
七
六
）『
民
主
主
義
の
統
治
能
力
』
サ
イ
マ
ル
出
版
会
、
東
京
。

（
２０
）

F
raga

Iribarne,
M

anuel,
(E

ditor)(1974)
L

a
E

sp
a

ñ
a

d
e

lo
s

a
ñ

s
7
0

.
V

olum
en

III.
E

l
E

s
ta

d
o

y
la

p
o
lític

a
.

T
om

o
I.

M
oneda

y
C

rédito,
M

adrid.

（
２１
）

T
usell,

Javier.
(1988)

L
a

d
ic

ta
d

u
r
a

d
e

F
r
a

n
c
o

.
A

lianza,
M

adrid.

（
２２
）

ベ
ゴ
ー
ニ
ャ
事
件
と
は
、
一
九
四
二
年
八
月
ビ
ル
バ
オ
の
ベ
ゴ
ー
ニ
ャ
大
聖
堂
で
カ
ル
ロ
ス
派
に
属
す
る
陸
軍
大
臣
の
バ
レ
ー
ラ
将
軍
が
主

催
し
た
追
悼
式
典
に
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
党
員
が
爆
弾
を
投
げ
た
暗
殺
未
遂
事
件
で
あ
る
。
同
年
九
月
バ
レ
ー
ラ
と
と
も
に
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
の
中
心
で
あ
っ

た
セ
ラ
ー
ノ＝

ス
ニ
ェ
ー
ル
外
務
大
臣
も
更
迭
さ
れ
た
。

ラ
モ
ン
・
セ
ラ
ー
ノ＝
ス
ニ
ェ
ー
ルR

am
ón

Serrano
Súñer

(1901−
2003)

は
、
学
生
時
代
か
ら
ホ
セ
・
ア
ン
ト
ニ
オ
・
プ
リ
モ＝

デ＝

リ
ベ
ー
ラ
の
親
友
で
あ
り
、
も
っ
と
も
初
期
か
ら
の
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
党
員
で
あ
っ
た
。
セ
ラ
ー
ノ＝

ス
ニ
ェ
ー
ル
は
、
フ
ラ
ン
コ
の
妻
（
カ
ル
メ

ン＝

ポ
ロ
）
の
妹
（
父
親
が
再
婚
し
た
た
め
、
カ
ル
メ
ン
が
親
代
わ
り
だ
っ
た
と
言
わ
れ
る
）
と
結
婚
し
て
い
る
。
ホ
セ
・
ア
ン
ト
ニ
オ
と
フ

ラ
ン
コ
を
結
び
つ
け
る
人
物
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
コ
が
内
戦
中
に
権
力
を
掌
握
し
て
か
ら
、
内
務
大
臣
・
外
務
大
臣
を
歴
任
し
た
。

（
２３
）

た
だ
し
、
筆
者
は
フ
ァ
シ
ス
ト
が
体
制
か
ら
退
場
し
た
の
で
は
な
く
、
体
制
の
正
当
性
の
確
認
作
業
の
た
め
の
大
衆
動
員
能
力
に
よ
っ
て
体

制
の
中
に
ニ
ッ
チ
を
見
つ
け
た
と
考
え
て
い
る

（
２４
）

P
ack,

Sasha
D

.
(2006)

T
o
u

r
ism

a
n

d
D

ic
ta

to
r
sh

ip
:

E
u

r
o
p

e
’s

P
e
a

c
e
fu

l
In

v
a

sio
n

o
f

F
r
a

n
c
o
’s

S
p

a
in

.
P

algrave
M

acm
illan,

N
ew

York.

（
２５
）

C
azorla

Sánchez,
A

ntonio
(2010)

F
e
a

r
a

n
d

P
r
o
g
r
e
s
s

:
O

r
d

in
a

r
y

L
iv

e
s

in
F

r
a

n
c
o
’s

S
p

a
in

,
1
9
3
9
−

1
9
7
5

.
W

iley−
B

lackw
ell,

C
hichester.

（
２６
）

ホ
ア
キ
ン
・
ル
イ
ス＝

ヒ
メ
ネ
スJoaquín

R
uiz−

G
im

énez
C

ortés
(1913−

2009)

は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
親
密
な
知
識
人
、
政
治
家
で
あ

り
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
と
ロ
ー
マ
教
皇
庁
と
の
政
教
条
約
〔
一
九
五
三
年
〕
実
現
に
尽
力
し
た
。
ル
イ
ス＝

ヒ
メ
ネ
ス
は
、
失
脚
後
、
キ
リ
ス
ト

教
民
主
主
義
色
を
強
め
、
一
九
六
三
年
に
『
対
話
の
た
め
の
ノ
ー
トC

uadernos
para

el
D

iálogo

』
誌
を
創
刊
し
、
体
制
内
の
半
体
制
派
・
反

体
制
派
に
誌
面
を
提
供
し
た
。

（
２７
）

ラ
イ
ム
ン
ド
・
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス＝

ク
エ
ス
タR

aim
undo

F
ernández−

C
uesta

y
M

erelo
(1896−

1992)

は
、
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
の
古
参
党
員

で
、
モ
ビ
ミ
エ
ン
ト
事
務
局
長
大
臣
の
ほ
か
、
農
業
大
臣
、
司
法
大
臣
を
歴
任
し
、
一
九
五
六
年
以
後
も
フ
ラ
ン
コ
国
会
の
有
力
議
員
で
あ
り
、

フ
ァ
シ
ズ
ム
と
権
威
主
義
体
制

（
都
法
五
十
二
―

二
）

三
五



モ
ビ
ミ
エ
ン
ト
の
全
国
委
員
会
委
員
と
し
て
影
響
力
を
維
持
し
た
。

（
２８
）

ホ
セ
・
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ヒ
ロ
ン＝

デ＝

ベ
ラ
ス
コ

José
A

ntonio
G

irón
de

V
elasco

(1911−
1995)

は
、
Ｊ
Ｏ
Ｎ
Ｓ
の
設
立
メ
ン
バ
ー
で

あ
り
、
一
九
三
四
年
の
Ｊ
Ｏ
Ｎ
Ｓ
と
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
と
の
合
併
に
よ
っ
て
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
の
中
核
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
た
。
体
制
初
期
の
労
働
大
臣
（
一

九
四
一
年
～
一
九
五
七
年
）
で
あ
り
、
そ
の
後
も
フ
ラ
ン
コ
国
会
の
議
員
、
モ
ビ
ミ
エ
ン
ト
の
全
国
委
員
会
委
員
と
し
て
、
体
制
の
フ
ァ
シ
ズ

ム
あ
る
い
は
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
の
代
表
的
な
論
者
で
あ
っ
た
。

（
２９
）

ホ
セ
・
ソ
リ
ス＝

ル
イ
スJosé

Solís
R

uiz
(1915−

1990)

は
、
古
参
党
員
で
あ
る
が
、
垂
直
組
合
に
お
け
る
労
働
者
の
代
表
制
を
強
め
る

改
革
を
推
進
し
、「
体
制
の
微
笑
み
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
ソ
リ
ス＝

ル
イ
ス
は
、
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
の
地
位
の
保
全
を
課
題
と
し
、
オ
プ
ス
・
デ
イ

の
体
制
か
ら
の
排
除
を
模
索
し
た
。

（
３０
）

ル
イ
ス
・
カ
レ
ー
ロ＝

ブ
ラ
ン
コ

L
uis

C
arrro

B
lanco

(1904−
1973)

は
、
フ
ラ
ン
コ
の
右
腕
と
呼
ば
れ
た
海
軍
軍
人
で
あ
り
、
一
九
四

一
年
に
首
相
府
次
官
、
一
九
五
一
年
首
相
府
大
臣
、
一
九
六
七
年
副
首
相
、
一
九
七
三
年
首
相
に
就
任
し
、
フ
ラ
ン
コ
の
後
継
者
と
も
目
さ
れ
、

現
国
王
フ
ア
ン
・
カ
ル
ロ
ス
の
王
位
継
承
の
た
め
に
尽
力
し
た
。
し
か
し
首
相
に
就
任
し
た
年
の
十
二
月
に
バ
ス
ク
独
立
派
Ｅ
Ｔ
Ａ
の
テ
ロ
に

よ
り
爆
殺
さ
れ
た
。

（
３１
）

M
alefakis,

E
dw

ard
(1982)

Spain
and

its
F

rancoist
H

eritage.
In

F
r
o
m

D
ic

to
r
sh

ip
to

D
e
m

o
c
r
a

c
y

:
C

o
p

in
g

w
ith

th
e

L
e
g
a

-

c
ie

s
o
f

A
u

th
o
r
ita

r
ia

n
is

m
a

n
d

T
o
ta

lita
r
ia

n
is

m
.

E
dited

by
H

erz,
J.H

.
G

reenw
ood

P
ress,

W
estport,

C
onn.,

pp
215−

230.

マ
レ

フ
ァ
ー
キ
ス
は
フ
ラ
ン
コ
体
制
を
擁
護
す
る
の
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
の
初
期
に
つ
い
て
は
反
対
派
の
殺
害
を
「
許
さ
れ
る
も
の
で
な
い
」

と
断
罪
し
、
後
期
に
つ
い
て
は
些
細
な
こ
と
で
も
治
安
裁
判
所
で
有
罪
に
す
る
の
を
見
れ
ば
、
そ
の
弾
圧
的
性
格
は
明
ら
か
で
あ
る
と
評
す
る
。

（
３２
）

T
ow

nson,
N

igel
(2010)

L
a

D
ictadura

de
F

ranco
:

?L
a

E
spaña

diferente?
In

?E
s

E
sp

a
ñ

a
d

e
fe

r
e
n

te
?

U
n

a
m

ir
a

d
a

c
o
m

-

p
a

r
a

tiv
a

(
s
ig

lo
X

IX
y

X
X

)
.

E
dited

by
T

ow
nson

N
.

T
aurus,

M
adrid,

pp
199−

242.

（
３３
）

R
ichards,

M
ichael

(1998)
A

T
im

e
o
f

S
ile

n
c
e
.

C
iv

il
W

a
r

a
n

d
th

e
C

u
ltu

r
e

o
f

R
e
p

r
e
s
s
io

n
in

F
r
a

n
c
o
’s

S
p

a
in

,
1
9
3
6
−

1
9
4
5

.

C
am

bridge
U

niversity
P

ress,
C

am
bridge.

（
３４
）

M
alefakis,

E
dw

ard
(2007)

T
he

F
ranco

D
ictatorship

:
A

B
ifurcated

R
egim

e?.
In

S
p

a
in

T
r
a

n
sfo

r
m

e
d

.
T

h
e

F
r
a

n
c
o

D
ic

ta
-

to
r
s
h

ip
,

1
9
5
9
−

1
9
7
5

.
E

dited
by

T
ow

nson,
N

.
P

algrave
M

acm
illan,

H
oundm

ills,
B

asingstoke,
H

am
pshire

;
N

ew
York,

N
.Y.,

pp

248−
254.

（
３５
）

C
azorla

Sánchez,
A

ntonio
(2002)

Sobre
el

prim
er

F
ranquism

o
y

la
extensión

de
su

apoyo
popular.

H
is

to
r
ia

y
p

o
lític

a
:

Id
e
a

s,
p

r
o
c
e
so

s
y

m
o
v
im

ie
n

to
s

so
c
ia

le
s

núm
.8,

págs.303−
320.

（
３６
）

P
reston,

P
aul

(1995)
F

r
a

n
c
o
.

A
B

io
g
r
a

p
h

y
.

F
ontana

P
ress,

L
ondon.
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（
３７
）

M
olinero,

C
arm

e
(2005)

L
a

c
a

p
ta

c
ió

n
d

e
la

s
m

a
sa

s.
P

o
lític

a
so

c
ia

l
y

p
r
o
p

a
g
a

n
d

a
e
n

e
l

r
é
g
im

e
n

fr
a

n
q
u

ista
.

C
átedra,

M
adrid.;

C
enarro,

Á
ngela

(2006)
L

a
s
o
n

r
is

a
d

e
fa

la
n

g
e
.

A
u

x
ilio

S
o
c
ia

l
e
n

la
g
u

e
r
r
a

c
iv

il
y

e
n

la
p

o
s
g
u

e
r
r
a

.
C

rítica,

B
arcelona.

（
３８
）

X
C

ongreso
de

la
A

sociación
de

H
istoria

C
ontem

poránea,
Santander,

16
y

17
de

Setiem
bre

de
2010,

M
esa

6.
L

os
apoyos

sociales
a

la
dictadura

franquista
en

perspectiva
com

parada
;

O
pinión

popular,
fascism

o
y

autoritarism
o

en
la

E
uropa

de
en-

treguerras

（
３９
）

G
ellately,

R
obert

(1990)
T

h
e

G
e
s
ta

p
o

a
n

d
G

e
r
m

a
n

S
o
c
ie

ty
.

E
n

fo
r
c
in

g
R

a
c
ia

l
P

o
lic

y
,

1
9
3
3
−

1
9
4
5

.
C

larendon
P

ress,
O

x-

ford.;
id

e
m

.
(2001)

B
a

c
k
in

g
H

itle
r
.

C
o
n

se
n

t
&

C
o
e
r
c
io

n
in

N
a

z
i

G
e
r
m

a
n

y
.

O
xford

U
niversity

P
ress,

O
xford.

根
岸
隆
夫
訳

『
ヒ
ト
ラ
ー
を
支
持
し
た
ド
イ
ツ
国
民
』〔
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
八
年
〕。F

iges,
O

rland
(2008)

T
h

e
W

h
is

p
e
r
e
r
s

:
P

r
iv

a
te

L
ife

in

S
ta

lin
’s

R
u

s
s
ia

.
P

enguin,
L

ondon.

染
谷
徹
訳
『
囁
き
と
密
告：

ス
タ
ー
リ
ン
時
代
の
家
族
の
歴
史
』〔
白
水
社
、
二
〇
一
一
年
〕
こ
れ
ら

三
冊
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
〇
〇
三
年
、
二
〇
〇
二
年
、
二
〇
〇
九
年
に
ス
ペ
イ
ン
語
に
翻
訳
出
版
さ
れ
た
。

（
４０
）

P
arejo

F
ernández,

José
A

ntonio
(2010)

N
otas

para
el

estudio
de

la
cooperación

ciudadana
en

los
años

del
m

iedo.

（
４１
）

A
nderson,

P
eter

(2009)
In

the
Intersts

of
Justice?

G
rass−

roots
P

rosecution
and

C
ollaboration

in
F

rancoist
M

ilitary
T

rials,

1939−
1945.

C
o
n

te
m

p
o
r
a

r
y

E
u

r
o
p

e
a

n
H

isto
r
y

18(1),
pp.25−

44.;
id

e
m

.
(2009)

Singling
O

ut
V

ictim
s

:
D

enunciation
and

C
ollusion

in
the

P
ost−

C
ivil

W
ar

F
rancoist

R
epression

in
Spain,

1939−
1945.

E
u

r
o
p

e
a

n
H

isto
r
y

Q
u

a
r
te

r
ly

39(1),
pp.7−

26.;

id
e
m

.
(2010)

T
h

e
F

r
a

n
c
o
is

t
m

ilita
r
y

tr
ia

ls
;

te
r
r
o
r

a
n

d
c
o
m

p
lic

ity
,

1
9
3
9
−

1
9
4
5

.
R

outledge,
N

ew
York.

（
４２
）

L
ópez

G
arcía,

José
A

ntonio
(1996)

E
sta

d
o

y
d

e
r
e
c
h

o
e
n

e
l

fr
a

n
q
u

ism
o
.

E
l

N
a

c
io

n
a

lsin
d

ic
a

lism
o

:
F

.J
.

C
o
n

d
e

y
L

u
is

L
e
g
a

z
L

a
c
a

m
b
r
a

.
C

entro
de

E
studios

C
onstitucionales,

M
adrid.

（
４３
）

L
egaz

y
L

acam
bra,

L
uis

(1951)
E

l
estado

de
derecho.

R
e
v
is

ta
d

e
e
s
tu

d
io

s
p

o
lític

o
s,

núm
.6,

págs.13−
34.

（
４４
）

Á
guila,

Juan
José

(2001)
E

l
T

O
P

:
la

r
e
p

r
e
s
ió

n
d

e
la

lib
e
r
ta

d
.

P
laneta,

B
arcelona.

（
４５
）

T
oharia,

José
Juan

(1975)
Judicial

Independence
in

an
A

uthoritarian
R

egim
e.

C
ase

of
C

ontem
porary

Spain.
L

a
w

&
S

o
c
i-

e
ty

R
e
v
ie

w
9(3),

pp.475−
496.

（
４６
）

K
allis,

A
ristotle

A
.

(2000)
T

he
‘R

egim
e−

M
odel’of

F
ascism

:
A

T
ypology.

E
u

r
o
p

e
a

n
H

isto
r
y

Q
u

a
r
te

r
ly

30(1),
pp.77−

104.;

id
e
m

.
(2003)

‘F
ascism

’,
‘P

ara−
F

ascism
’

and
‘F

ascistization’:
O

n
the

Sim
ilarites

of
T

hree
C

onceptual
C

ategories.
E

u
r
o
p

e
a

n

H
is

to
r
y

Q
u

a
r
te

r
ly

32(2),
pp.219−

249.

（
４７
）

P
rim

o
de

R
ivera,

José
A

ntonio
(1977)

E
l

p
e
n

sa
m

ie
n

to
fu

n
d

a
m

e
n

ta
l

d
e

J
o
sé

A
n

to
n

io
,

textos
seleccionados

y
presenta-
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dos
por

P
edro

F
arias

G
arcía.

A
cervo,

B
arcelona.

を
参
照
し
た
。

（
４８
）

G
il

P
echarrom

án,
Julio

(1996)
J
o
sé

A
n

to
n

io
P

r
im

o
d

e
R

iv
e
r
a

.
R

e
tr

a
to

d
e

u
n

v
is

io
n

a
r
io

.
P

laneta,
B

arcelona.
（
４９
）

マ
ル
セ
リ
ー
ノ
・
メ
ネ
ン
デ
ス＝

ペ
ラ
ー
ヨM

arcelino
M

enéndez
P

elayo
(1856−

1912)

は
、
い
わ
ゆ
る
知
の
巨
人
で
あ
る
。
思
想
的
に

は
保
守
的
で
あ
り
、
保
守
自
由
党
を
離
脱
す
る
が
、
近
代
を
拒
絶
し
た
伝
統
主
義
者
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ス
ペ
イ
ン
の
自
然
科
学
の
始

祖
の
一
人
で
あ
り
、
生
誕
地
の
サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
に
は
、
そ
の
業
績
を
頌
え
て
国
立
の
メ
ネ
ン
デ
ス＝

ペ
ラ
ー
ヨ
国
際
大
学
が
設
置
さ
れ
て
い

る
。

（
５０
）

B
otti

A
lfonso

(2008)
C

ie
lo

y
d

in
e
r
o
.

E
l

n
a

c
io

n
a

lc
a

to
lic

is
m

o
e
n

E
s
p

a
ñ

a
,

1
8
8
1
−

1
9
7
5

.
2a

ed.
(P

rim
era

edición
:

1992).

A
lianza

E
ditorial,

M
adrid.

（
５１
）

G
irón

de
V

elasco,
José

A
ntonio

(2005)
C

arta
al

G
eneralíssim

o
F

rancisco
F

ranco.
In

L
a

s
c
a

r
ta

s
d

e
F

r
a

n
c
o

:
la

c
o
r
r
e
sp

o
n

-

d
e
n

c
ia

d
e
sc

o
n

o
c
id

a
q
u

e
m

a
r
c
ó

e
l

d
e
stin

o
d

e
E

sp
a

ñ
a

.
E

dited
by

P
alacios

J.
L

a
E

sfera
de

los
L

ibros,
M

adrid,
pp.330−

344.

（
５２
）

ラ
フ
ァ
エ
ル
・
カ
ル
ボ＝
セ
レ
ー
ルR

afael
C

alvo
Serer

(1916−
1988)

は
、
オ
プ
ス
・
デ
イ
の
メ
ン
バ
ー
で
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
の
ラ
イ
ン＝

エ

ン
ト
ラ
ル
ゴ
を
自
由
主
義
と
し
て
批
判
し
て
い
た
。
し
か
し
、
オ
ル
テ
ィ＝

ボ
ル
ダ
ス
に
よ
る
批
判
を
受
け
た
後
、
次
第
に
体
制
か
ら
離
脱
し
、

一
九
七
一
年
に
フ
ラ
ン
ス
の
新
聞
で
フ
ラ
ン
コ
内
閣
を
非
難
し
て
亡
命
し
た
。
そ
の
後
、
民
主
化
期
に
は
民
主
勢
力
の
一
つ
と
し
て
登
場
す
る
。

（
５３
）

O
rtí

B
ordás

José
M

iguel
(1967)

L
a

nueva
derecha

espñola.
D

ocum
entos

de
las

conversaciones
políticas

sobre
el

futuro
de

E
spaña.

(una
conferencia

en
el

C
lub

pueblo).
C

lub
pueblo,

M
adrid.

ホ
セ
・
ミ
ゲ
ル
・
オ
ル
テ
ィ＝

ボ
ル
ダ
スJosé

M
iguel

O
rtí

B
ordás

(1938

～)

は
、
ス
ペ
イ
ン
大
学
組
合
Ｓ
Ｅ
Ｕ
の
指
導
者
の
一
人
で
、
モ
ビ
ミ
エ
ン
ト
事
務
局
で
擡
頭
し
た
。
若
手
フ
ァ
ラ
ン
ヘ
の
グ
ル
ー

プ
で
あ
る
ア
ス
ー
レ
ス
の
一
員
と
し
て
民
主
化
期
に
ス
ア
レ
ス
首
相
を
支
援
し
た
。

（
５４
）

エ
ミ
リ
オ
・
ラ
モ＝

デ＝

エ
ス
ピ
ノ
ー
サE

m
ilio

L
am

o
de

E
spinosa

y
E

nríquez
de

N
avarra

(1914−
1985)

は
、
一
九
三
四
年
に
フ
ァ

ラ
ン
ヘ
が
Ｊ
Ｏ
Ｎ
Ｓ
と
合
同
し
て
以
来
の
古
参
党
員
で
あ
り
、
体
制
の
中
の
知
識
人
と
し
て
の
有
名
で
あ
っ
た
。

（
５５
）

ラ
ウ
レ
ア
ー
ノ
・
ロ
ペ
ス＝

ロ
ドL

aureano
L

ópez
R

odó
(1920−

2000).

（
５６
）

Sesm
a

L
andrin,

N
icolás

(2009)
C

A
M

IN
O

a
la

in
stitu

c
io

n
a

liz
a

c
ió

n
.

L
a

p
u

g
n

a
e
n

tr
e

F
a

la
n

g
e

y
lo

s
s
e
c
to

r
e
s

te
c
n

ó
c
r
a

ta
s

e
n

to
r
n

o
a

l
p

r
o
c
e
so

d
e

r
e
fo

r
m

a
a

d
m

in
istr

a
tiv

a
d

e
fin

a
le

s
d

e
lo

s
a

ñ
o
s

c
in

c
u

e
n

ta
.

D
ocum

ento
de

trabajo
2009/2

Sem
i-

nario
de

H
istoria,

M
adrid.

（
５７
）

C
om

isión
Internacional

de
Juristas

(1962)
E

l
Im

p
e
r
io

d
e

la
L

e
y

e
n

E
s
p

a
ñ

a
C

om
isión

Internacional
de

Jursitas,
G

inebra.

（
５８
）

Spain
(1964)

E
sp

a
ñ

a
,

e
sta

d
o

d
e

d
e
r
e
c
h

o
.

R
é
p

lic
a

a
u

n
in

fo
r
m

e
d

e
la

C
o
m

isió
n

In
te

r
n

a
c
io

n
a

l
d

e
J
u

r
ista

s,
M

adrid.

（
５９
）

Sesm
a

L
andrin,

N
icolás

(2006)
F

ranquism
o,

?E
stado

de
D

erecho?
notas

sobre
la

renovación
del

lenguaje
político

de
la

dic-
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tadura
durante

los
años

sesenta.
P

a
sa

d
o

y
m

e
m

o
r
ia

:
R

e
v
ista

d
e

h
isto

r
ia

c
o
n

te
m

p
o
r
á

n
e
a

núm
.5,

págs.45−
58.

（
追
記
）
本
稿
は
、
筆
者
が
二
〇
一
〇
年
度
に
取
得
し
た
研
究
休
暇
（
サ
バ
テ
ィ
カ
ル
）
の
折
に
行
な
っ
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

サ
バ
テ
ィ
カ
ル
の
取
得
を
快
く
お
認
め
い
た
だ
い
た
法
学
系
同
僚
諸
兄
姉
に
お
礼
申
し
上
げ
る
。
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